
第１部 私立大学等の設置廃止に係る寄附行為（変更）認可申請 
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 １．学校法人の設立（設置者変更による法人設立を含む）に係る 

寄附行為認可申請書類の作成について 

 

 

学校法人の設立に係る寄附行為認可申請書類については①私立大学又は私立高等専門学校を設置す

る場合は，開設年度の前々年度の 10 月末と前年度の６月末の２回に分けて，②私立大学等の設置者

を変更する場合は，開設年度の前々年度の３月末と前年度の６月末の２回に分けて提出してください。 

なお，申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び

「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読

んだ上で，以下の点に留意し作成してください。 

また,短期大学を除く私立大学や高等専門学校を設置する学校法人の設立に当たり,その設立のため

の費用に充てられる企業等が支出する寄附金について,一定の要件を満たすものは,個別審査を経ずに

指定寄附金（全額損金算入）の対象となります。本制度の活用には,①文部科学省への必要書類の提

出,②財務省への必要書類の提出が必要となります。本制度の活用を希望する場合には,「大学等を設

置しようとする学校法人等の設立のための寄附金を指定寄附金の対象とすることについて（通知）

（令和５年４月７日５文科高第 29 号）」や以下 URL を確認した上で,文部科学省に相談してください。 

https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_sigakugy-100001285_01.pdf 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

  (1) 正 本   １部 （別表１及び「第１部 ８．６月末追加書類の作成について」参照） 

  (2) 副 本   １部 

    (3) 総括表   １部 （６月末提出） 

 

 

２ 提出先 

 

    私学部私学行政課法人係 

 

 

３ 正本の作成について 

 

  寄附行為認可申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類等の

提出」を参照の上，提出をお願いします。 

 

 

４ 申請書類について 
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○ 私立大学又は私立高等専門学校を設置する学校法人新設の場合は，次の(1)から(10)及び，

(22)の書類（別表１参照）を開設年度の前々年度の 10 月末までに，(11)から(21)の書類

（「第１部 ８．６月末追加書類の作成について」別表６参照）を開設年度の前年度６月末ま

でに提出してください。 

○ 設置者変更により学校法人を新設する場合は，次の(1)から(10)及び(22)の書類を開設年度

の前々年度の３月末までに，(11)から(21)の書類を開設年度の前年度６月末までに提出してく

ださい。 

  ○ 各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。申

請書のうち，該当がない様式についても必ず添付し，「該当なし」である旨記載してください。 

 

［別表１］１０月申請 

00_申請書 申請書（様式第１号） [1] 申請書（様式第１号） ○

寄附行為 [2] 寄附行為 ○

設立趣意書 [3] 設立趣意書（様式任意） ○

設立決議録 [4] 設立決議録 ○

様式第２－１号 [5] 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－１号） ○

設立代表者の履歴書 [6] 設立代表者の履歴書（様式任意） ○

様式第３号その１
各役員について、その配偶者又は三親等いないの親族が一人を超えて含まれてい
ないことを証する書類（様式第３号その１）

○

様式第３号その２
役員が私立学校法第38条第８項において準用する学校教育法第９条各号に該当し
ない者 であることを証する書類（様式第３号その２）

○

様式第９号 [8] 役員が学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有することを証する書類（様
式第９号）

○

03-1_設置の趣旨（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（本文） ○

03-2_設置の趣旨（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（資料） □

04-1_学生確保（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（本文） ○

04-2_学生確保（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（資料） □

様式４号その１ 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） ○

様式４号その２ 設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） ○

様式４号その３ 転共用計画表（様式第４号その３） ○

様式４号その４ 設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４） ○

06_事務組織（様式第５号） － [10] 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

07_事務担当者連絡票 － [22] 事務担当者連絡票 ○

01_寄附行為

02_基本計画及び概要（様式第２－１号）

05_経費の見積り及び資金計画を記載し
た書類（様式第４号）

[7]

[5]

[9]

電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 提出書類名 要否INDEX

 
※「要否」の欄   

 「○」＝提出が必要（写しも含む） 「□」＝該当する場合のみ提出が必要    

※ページ番号の付し方    

 上記「電子ファイル名称」ごとに，「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のページ番号と

PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。    

※電子ファイル名称    

 電子ファイルの名称は，次のとおり，法人名，提出時期，各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだものとし

てください。    

 （例） 文科学園，３月申請，02_基本計画及び概要（様式第２－１号）の場合    

     文科学園_2303_02_基本計画及び概要（様式第２－１号）      

※添付資料    

次の添付資料がある場合は，各様式の後に添付し，簡潔な名称のしおりを付してください。（例：契約 1･･･） 

 ・様式第 2-1 号添付資料（校地・校舎が借用の場合：使用保証が確認できる書類（賃貸借契約書等），使用しない

借用校地校舎がある場合：使用しない旨の書類と図面） 

 ・様式第 4 号その 1 添付資料（校地・施設に無償譲渡や貸与がある場合：使用期間が分かる書類（賃貸借契約書

等）） 

 ・様式第 4 号その 2 添付資料（契約書，領収書，見積書等） 
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 ・様式第 4 号その 4 添付資料（資産売却収入を財源とする場合：売買契約書等，補助金収入を財源とする場合：国

又は当該地方公共団体等の議会の議決書等） 

 ・その他必要に応じて添付するもの 

  (1) 学校法人寄附行為認可申請書（様式第１－１号） 

     日付は，①私立大学又は私立高等専門学校を設置する学校法人の場合は「10 月 31 日」，

②設置者変更による学校法人新設により私立大学等を設置する場合は「３月 31 日」としてく

ださい（当該日が，土・日・祝日の場合は直後の平日，以下同じ。） 

     申請者が設立準備財団の場合は，申請者を「○○財団法人○○大学設立準備財団」として 

   ください。 

 

    (2)  寄附行為 

     寄附行為は私立学校法第 30 条に基づき，学校法人寄附行為作成例を参照の上，作成してく

ださい。 

 

   (3) 設立趣意書 

     学校法人を設立するにあたっての経緯，目的及びねらい等（趣旨）をＡ４版２枚以内を目 

    安に作成してください（様式任意）。 

 

    (4) 設立決議録                                                                      

      この書類には必ず議事に関する資料を添付した上で提出をしてください。 

なお，設立決議録については，申請書類に含めて電子媒体で提出してください。紙媒体を

郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求めることがありますので，その際は速や

かに郵送により提出してください。 

 

  (5) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

       この書類には，大学等の設置認可申請書類の「大学の設置の趣旨を記載した書類」及び本

手引第７部に従い作成した「学生確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」を

添付してください。 

 

  (6) 設立代表者の履歴書                                                      

     履歴書については任意の書式で作成してください。  

 

(7) 役員に関する書類（様式第３号） 

     ① 役員のうちに，各役員について，その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含ま 

    れていないことを証する書類（様式第３号その１）  

    ② 役員が私立学校法第 38 条第８項において準用する学校教育法第９条各号に該当しない者 

    であることを証する書類（様式第３号その２） 

     この書類には役員の就任承諾書及び履歴書を添付してください。 

     役員の就任承諾書は，作成例を参考に作成してください。履歴書は任意の書式で作成して

ください。 

なお，役員の就任承諾書については，申請書類に含めて電子媒体で提出してください。紙
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媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求めることがありますので，その際

は速やかに郵送により提出してください。 

        また，設立者である当人が，そのまま役員に就任する場合は，その旨を記載し（Ａ４版， 

    様式任意）， 履歴書を省略しても差し支えありません。  

       （作成例） 

 

 

就 任 承 諾 書 

 

                              令和○年○月○日 

 

  ○○大学設立準備委員会 

  代表者 ○○○○ 殿 

 

 

                       住所 ○○県○○市○○町一丁目 

 

                       氏名 ○ ○  ○ ○   

 

   学校法人○○○○の設立当初の理事に就任することを 

 承諾します。 

 

 

 
  

   （注）申請者が設立準備財団の場合は，宛先を「○○財団法人○○大学設立準備財団 理事長  

   ○○○○ 殿」としてください。 

 

(8)  役員が学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有することを証する書類 

  （様式第９号） 

 

   (9) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号） 

       ① 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） 

    ②  設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） 

    ③  転共用計画表（様式第４号その３） 

    ④  設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４）  

  （注） 

・②の数値と添付資料（契約書，領収書，見積書等）の金額が整合していることを確認して

ください。 

・③の帳簿価格及び面積が，財産目録と整合しているか確認してください。決算確定により

変更が生じる場合は，６月末申請の際に修正してください。ただし，それ以外の本様式の

修正（審査の過程で付された意見への対応を除く）は原則として認められません。 

・②，③は「(20)校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面，③校舎の平面図」の各建物 

ごとにおける使用区分と整合します。 
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   (10) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）   

 

  (11) 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号） 

      ① 財産目録（様式第６号その１） 

      開設年度の前々年度の財産目録を添付してください。また，この書類には必ず(12)の書類 

    を添付してください。     

   ②  財産目録総括表（様式第６号その２） 

 

  (12) 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類                              

       ※ 「(11)財産目録（様式第６号その１）」に添付しているため，省略することができます。 

        財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類については，申請書類に含めて 

     電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求  

       めることがありますので，その際は速やかに郵送により提出してください。 

 

  (13) 寄附申込書 

     この書類には，寄附者の寄附能力を証明する書類を添付してください。 

         ①  寄附者が株式会社等法人の場合 

(ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，役員会の決議録，損益計算書及び貸借対照

表（開設年度の前々年度分）等を添付してください。 

なお，法人の規程上，一定額以内の寄附については代表者（社長，支社長，担当役

員）等の裁量に委ねられている等，役員会の議決を必要としない場合は，当該規程，

決定方法に関する文書，稟議書等を添付してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「当該寄附金は審査基準に抵触

しない適正な寄附である」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

(ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

     ②  寄附者が個人の場合 

(ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，寄附者の収入又は資産状況を明らかにする

書類（開設年度の前々年度分の納税証明書（所得金額が証明できる書類）等）を添付

してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「寄附能力があることを裏付け

るに足りる自身の財産の状況」及び「当該寄附は審査基準に抵触しない適正な寄附で

ある」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

(ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

 

 (14) 寄附の収納状況等を明らかにする書類 

     この書類には，次の書類を添付してください。 

    ①  寄附金一覧（次ページ作成例参照） 

    ②  寄附金が収納されている全ての銀行口座の通帳の写し 
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    ③  寄附金収納の際に発行した領収書の写し 

    ④  その他収納状況が確認できる書類 

    また，必要に応じて，文部科学省から寄附者本人に対して寄附の内容等について確認する場 

   合がありますので，御留意ください。 

   （注） 

・寄附能力のない者からの寄附，借入金によって調達した寄附，条件付の寄附，その他適

当と認められない寄附は，設置経費の財源として認められませんので注意してください。 

・寄附者に，今回申請の設置に係る建築等の請負業者が含まれていないか留意してくださ

い。 

  （作成例） 

寄 附 金 一 覧 表 
 
番号 
 

 
寄附申込日 
 

 
寄附者氏名 
 

 
寄附者が法人等の場合 

その代表者氏名 

 
所 在 地 

 

 
寄附金額 
（千円） 

 
寄附金収納

日 
 

 
寄附金収納

先 
銀行・口座

名 

 
備考 

 

 
１ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
２ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
…         

 
合    計 

 

 
寄附者 ○○名 寄附件数 ○○件 寄附金額 ○○○，○○○千円 

 

（注） 寄附金受入れの銀行等口座が複数ある場合は，口座ごとの小計も合計欄に記載してくださ  

 い。 

 

  (15) 不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等 

   不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等を添付してください。なお，登記所の

証明書類等については申請書類を電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要

はありませんが，原本の提出を求めることがありますので，その際は速やかに郵送により提

出してください。また，証明書類の一覧表を作成例を参考に作成し添付してください。 

 （作成例） 

不動産の権利の所属についての登記所の証明書類一覧 
    （校 地） 

 
種別 

 
№ 

 
所 在 地 

 
地 番 

 
地 目 

 
面 積(㎡) 

 
備    考 

 
 

  
○○ 
 校地 
 
 

 
1 
 

 
○○県○○市 
    ○○町 

 
○○番○ 
 

 
宅  地 
 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
 
 

 
2 
 

 
○○県○○市 
    ○○町 

 
○○番△ 

 
学校用地 

 
 ○○○．○○㎡ 

 
                 

 

      
 

        
 
 

運動場 
 校地 
 

 
 
 

○○県△△市 
    ××町 
 

○○番○ 
 
 

学校用地 
 
 

  ○○．○○㎡ 
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（校 舎）                                                                   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 

 
種別 

 
所 在 地 

 
構   造 

 
登記面積 

 
備   考 

 
1 
 

 
１号館 
 

 
○県○○市○○町 
    一丁目二番三号 

 
鉄筋コンクリート 
  造陸屋根５階建 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
１号館Ｂ棟を含む 
 

 
2 
 
 
 

 
２号館 
 
 
 

 
○県○○市○○町 
    一丁目二番三号 
 
 

 
鉄筋コンクリート 
  造陸屋根３階建 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
 
 

 
  財産目録上は２つに分かれている建物でも，登記上

は１棟で登記されている場合などは，財産目録や転 

共用計画表の面積と整合するように備考欄に説明を 

記載してください。 

 

    
 
 

 

  （注）「登記簿」と「財産目録」に不整合がある場合は，備考欄や欄外にその説明を記載して

ください。         

 

  (16)  不動産その他の主なる財産については，その評価をする十分な資格を有する者の作成した 

    価格評価書 

      現物寄附を受けた財産及び借用財産について評価を受けた場合等に添付してください。 

     新たに購入した場合等，評価を必要としない場合には省略することができます。 

 

  (17) 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及び 

    これに伴う予算書（様式第７号） 

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２）※開設年度の前年度から完成年度までの収支予算書 

  （注）収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

  (18) 予算書の内容を補足する書類（様式第１０号） 

    ① 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

    ②  事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

    ③  学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

     ④  専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

（注）借入金等利息支出及び借入金等返済支出の金額が，様式第８号の金額と整合しているか  

    確認してください。 

 

  (19) 負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号） 

（注１）借入金の借換えを行っている場合，以下の内容がわかる書類を添付してください。 

① 当初の借入契約の内容（利率，各償還日の日付，各償還日の償還額（元本・利息別）） 

② 繰上償還の財源となる借入契約の内容（繰上償還に伴う諸費用，利率，各償還日の日付，

各償還日の償還額（元本・利息別）） 

③ 繰上償還「前・後」の負債償還率の推移（各年度の償還額，事業活動収入の額がわかる

もの）※借換えのために行った借入金の償還が終わるまでの間 
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（注２） 

    ・抵当については，全てを具体的に（「○○学部校舎○○市○○番地」等）記載してくださ

い。数が多い場合は別紙により説明してください。新設組織で使用する校地又は施設（共

用含む）を市中銀行等の借入れの担保としている場合は，「学校法人の寄附行為及び寄附

行為の変更の認可に関する審査基準（平成 19 年文部科学省告示第 41 号）」に抵触します

ので，御留意ください。 

    ・既設校舎等の転共用計画表（様式第４号その３）の各建物の借入金と整合しているか確認

してください。 

    ・事業活動収入（様式第１０号その２），借入金等返済支出及び借入金等利息支出の金額

（様式第１０号その１）と整合しているか確認してください。 

 

  (20) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面                                      

     ① 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

      ※ 作成例を参考に作成してください。 

     ② 校舎その他の建物の配置図 

      ※ ②の書類は，①の書類に包含される場合，添付を省略することができます。 

     ③ 校舎の平面図 

      ※ ③の書類は，複数学部等を設置する場合で共用となる施設がある場合等は，使用区

分ごとに色分けし，使用区分ごと・フロアごとに面積を記載（フロアが複数ある場合

は各建物における使用区分ごとの合計面積も記載）してください。なお，使用区分ご

との色分けは，転共用計画（様式第４号その３）に記載した区分と整合します。 

 

（作成例）   私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面
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（注） 

  (ｱ) 校地の面積は所有，借用別に記入してください。農地転用及び国有地等の払下げを受けるも  

     のについてはその進捗状況を明らかにしてください。 

 (ｲ) 登記簿上の面積と実測面積が異なる場合は実測面積を併記してください。 

 (ｳ) 学校が２以上ある場合には学校ごとの使用区分を明らかにし，校地，校舎面積を団地ごとに

記入してください。 

 (ｴ) 校舎については，建築中及び建築予定校舎等を含め各棟ごとに次の要件を記入してください。 

           建物の種類別 － 校舎，図書館，体育館，講堂，実習工場，寄宿舎等 

           構  造  別 － 鉄筋，鉄骨，木造，プレハブ等 

           階  層  別 － 平家建，２階建，３階建等 

 

  (21) その他 

         新設校等のパンフレット等，参考となる書類を添付してください。 

 

  (22)  事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話

番号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

 

  認可までの間に審査意見への対応により，申請書類の修正が必要となった場合は，申請書

の一部変更の手続が必要となりますので，速やかに私学行政課法人係に相談の上，「第２部

 １．寄附行為（変更）認可申請書の一部変更に係る書類の作成について」に従い書類を作

成してください。 

 

 

 

５ 副本の作成について 

 

     「学校法人寄附行為認可申請書（様式第１－１号）」と「寄附行為」，「財産目録（様式第６ 

  号その１）」を別途作成し，提出してください。 

(1) この副本は，寄附行為が認可された場合に，登記手続に必要となるため，認証書に綴じ  

    て申請者にお渡しするものです。  

(2) ６月末の追加書類提出時に，「財産目録（様式第６号その１）」及び「寄附行為」に修正

が生じた場合は「寄附行為」を追加の上、一式を再度提出してください。 

 

 

６ 総括表の作成について 

 

   総括表については，以下の編纂順序により作成し，開設年度の前年度の６月末までに６月末の
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追加書類と併せて提出してください。提出する場合，「○ 一般的注意事項について」の「３ 

申請書類提出」を参照の上，以下の項目ごとにしおりを付して一つの PDF にして，提出してくだ

さい。それぞれの添付資料（例：様式第４号その２添付資料（契約書，領収書，見積書等））の

添付は不要です。 

 

   ○ 表紙 

      (0) 開設年度の前々年度から３年分の計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書（内

訳表含む）、貸借対照表（注記事項含む）） 

(1) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号）  

※ この書類には，「大学等の設置の趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作 

成した「学生確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」の添付は不要です。  

 (2) 役員が学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有することを証する書類（様式第９号） 

 (3) 最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号その２） 

 (4) 予算書の内容を補足する書類のうち，資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

 (5) 予算書の内容を補足する書類のうち，事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その

２） 

 (6) 負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号) 

 (7) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号その１～その４） 

 (8) 予算書の内容を補足する書類のうち，学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

 (9) 予算書の内容を補足する書類のうち，専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

(10) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面のうち，私立大学等の位置及び校地の状況

図並びに校舎の配置図 

(11) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） 

 

（表紙作成例） 

 

 

                     令和○○年度開設予定 

 

            □□□□の設置に係る寄附行為変更認可申請書総括表 

 

 

 

 

            ○○設立準備委員会 

 

                      令和○年６月３０日提出 
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７ 審査の参考となる資料について 

 

  審査の参考とする資料の作成を依頼しております。申請書提出時に併せて御提出くださるようお

願いします。 

  具体的な内容等については，「第１部 10．審査参考資料の提出について」及び文部科学省ウェ

ブサイトで公表している様式を御確認ください。 

 

 

 

８ 登記事項登記完了届について 

 

  寄附行為認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づ

く届出が必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係

る届出について」を参照してください。 

 なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した日から２週間以内の登記が必要

ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，変更後の寄附行為の施行日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所の

指示に従ってください。 
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 ２．私立大学等の設置に係る寄附行為変更認可申請書類の作成について 

 

 

私立大学等の設置に係る寄附行為変更認可申請書類については，①私立大学又は私立高等専門学校

を設置する場合は，開設年度の前々年度の 10 月末と前年度の６月末の２回に分けて，②私立大学に新

たに学部若しくは学科，大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校に新たに学科を設置す

る場合は，開設年度の前々年度の３月末と前年度の６月末の２回に分けて提出してください。 

 また，都道府県知事を所轄庁とする学校法人が私立大学又は私立高等専門学校を設置する場合は，

私立学校法施行令（昭和 25 年政令第 31 号）第３条第１項第２号及び同条第２項の規定により，当該

学校等を設置する都道府県知事から文部科学大臣への進達が必要となりますので，各都道府県と調整

してください。 

 なお，申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び

「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読

んだ上で，以下の点に留意し作成してください。 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

  (1) 正 本  １部 （別表２及び「第１部 ８．６月末追加書類の作成について」参照） 

  (2) 副 本  １部 

  (3) 総括表  １部 （６月末提出） 

  

 

２ 提出先 

 

私学部私学行政課法人係 

 

 

３ 正本の作成について 

 

  寄附行為変更認可申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類

等の提出」を参照の上，提出をお願いします。 

  なお，一つの学校法人が複数申請を行う場合（例：大学の学部を２学部新設する申請の場合等），

申請書は申請ごとに必要となりますので御注意ください。 

 

 

４ 申請書類について 
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○ 私立大学又は私立高等専門学校を設置する場合は，次の(1)から(7)及び(18)の書類（別表２

参照）を開設年度の前々年度の 10 月末までに，(8)から(17)の書類（第１部「８．６月末追加

書類の作成について」別表６参照）を開設年度の前年度６月末までに提出してください。 

○ 私立大学に新たな学部若しくは学科，大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校

に新たに学科を設置する場合は，次の(1)から(7)及び(18)の書類（別表２参照）を開設年度の

前々年度の３月末までに，(8)から(17)の書類（第１部「８．６月末追加書類の作成について」

別表６参照）を開設年度の前年度６月末までに提出してください。 

○ なお，６月末の追加書類提出については，後述の「第１部 ８．６月末追加書類の作成につ

いて」を参照してください。 

○ 各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。申

請書のうち、該当がない様式についても必ず添付し、「該当なし」である旨記載してください。 

 

［別表２］大学等新設：10 月申請，学部等設置：３月申請 

00_申請書 申請書（様式第１号） [1] 申請書（様式第１号） ○

変更条項及び事由 [2] 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 ○

※会議ごとにしおりを付す [4] 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 ○

現行の寄附行為 [5] 現行の寄附行為 ○

様式第２－１号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－１号） ○

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表） ○

03-1_設置の趣旨（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（本文） ○

03-2_設置の趣旨（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（資料） □

04-1_学生確保（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（本文） ○

04-2_学生確保（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（資料） □

様式４号その１ 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） ○

様式４号その２ 設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） ○

様式４号その３ 転共用計画表（様式第４号その３） ○

様式４号その４ 設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４） ○

06_事務組織（様式第５号） － [7] 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

07_事務担当者連絡票 － [8] 事務担当者連絡票 ○

電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 提出書類名 要否

01_寄附行為変更の条項及び事由

05_経費の見積り及び資金計画を記載し
た書類（様式第４号）

INDEX

[3]

[3]

[6]

02_基本計画及び概要（様式第２－１号） [3]

 
※「要否」の欄   

 「○」＝提出が必要（写しも含む） 「□」＝該当する場合のみ提出が必要    

※ページ番号の付し方    

 上記「電子ファイル名称」ごとに，「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のページ番号と

PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。    

※電子ファイル名称    

 電子ファイルの名称は，次のとおり，法人名，提出時期，各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだものとして

ください。    

 （例） 文科学園，３月申請，02_基本計画及び概要（様式第２－１号）の場合    

     文科学園_2303_02_基本計画及び概要（様式第２－１号）      

※添付資料    

次の添付資料がある場合は，各様式の後に添付し，簡潔な名称のしおりを付してください。（例：契約 1･･･） 

 ・様式第 2-1 号添付資料（校地・校舎が借用の場合：使用保証が確認できる書類（賃貸借契約書等），使用しない

借用校地校舎がある場合：使用しない旨の書類と図面） 

 ・様式第 4 号その 1 添付資料（校地・施設に無償譲渡や貸与がある場合：使用期間が分かる書類（賃貸借契約書等）） 

 ・様式第 4 号その 2 添付資料（契約書，領収書，見積書等） 

 ・様式第 4 号その 4 添付資料（資産売却収入を財源とする場合：売買契約書等，補助金収入を財源とする場合：国

又は当該地方公共団体等の議会の議決書等） 

 ・その他必要に応じて添付するもの 
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(1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

日付は，①私立大学又は私立高等専門学校を設置する場合は「10 月 31 日」，②私立大学に 

    新たに学部若しくは学科，大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校に新たに学 

    科を設置する場合は「３月 31 日」としてください（当該日が，土・日・祝日の場合は直後の 

    平日，以下同じ。） 

 

(2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

（作成例） 

 

寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 
 
  この法人は，従来，短期大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回新たに○○ 
 大学を設置することとなったので，これに伴い寄附行為を次のとおり変更する。 
 
 １．第４条中，第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号を第２号とし，第１号 
  として次の１号を加える。 
 
   ○○大学  ○○学部  ○○学科 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ２．第６条第１項第１号中，「理事５人」を「理事７人」に改める。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ３．第７条第１号を，「設置する学校の長１人」から「設置する学校の長２人」に改め， 

  同条第２号を・・・・・・に改める。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ４．附則として次の附則を加える。 
 
    附 則 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行する。 
 
  （事由）施行日を明確にするため。 

 

 

 

 

 

新 旧 の 比 較 対 照 表 

 

新 

 

旧 

 

 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   （新設） 
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   (2) ○○短期大学 ○○学科 
   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (4) ○○中学校 
 
 （役 員） 
  第６条 この法人に次の役員を置く。 
   (1) 理事 ７人 
   (2) 監事 ２人 
 
 （理事の選任） 
 第７条 理事は，次の各号に掲げる者とする。 

  (1) 設置する学校の長 ２人 
  (2) ・・・・          ３人 
  (3) ・・・・         ２人 
 
   附 則 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可 
 の日（令和 年 月 日）から施行する。 

 

   (1) ○○短期大学 ○○学科 
   (2) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (3) ○○中学校 
 
  （役 員） 
  第６条 この法人に次の役員を置く。 
   (1) 理事 ５人 
   (2) 監事 ２人 
 
 （理事の選任） 
 第７条 理事は，次の各号に掲げる者とする。 

  (1) 設置する学校の長 １人 
  (2) ・・・・          ２人 
  (3) ・・・・         ２人 
  

 

 

 

 

  （注１） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

    （注２） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。 

   

  (3) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

     この書類には，大学設置等認可申請書に添付する補足資料（組織移行表），「大学の設置の

趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作成した「学生確保の見通しと学生確保に向

けた取組を記載した書類」を添付してください。 

   ※ 「大学等の設置の趣旨等を記載した書類」は大学等の設置認可申請書類に添付したものと同

じ書類を添付してください。 

   ※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例を参

考に様式を変更して作成してください。 

 

  (4) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類    

      理事会及び評議員会において，大学等の設置に伴う寄附行為の変更の決議等をしたことが分

かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会の資

料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写しも

添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの写し

又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本可）を添付

してください。 

 

  (5) 現行の寄附行為  
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  (6) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号）  

       ① 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） 

    ②  設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） 

    ③  転共用計画表（様式第４号その３） 

    ④  設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４）  

  （注） 

・②の数値と添付資料（契約書，領収書，見積書等）の金額が整合していることを確認して

ください。 

・③の帳簿価格及び面積が，財産目録と整合しているか確認してください。決算確定により

変更が生じる場合は，６月末申請の際に修正してください。ただし，それ以外の本様式の

修正（審査の過程で付された意見への対応を除く）は原則として認められません。 

・②，③は「(16)校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面，③校舎の平面図」の建物 

     ごとにおける使用区分と整合することを確認してください。 

 

   (7) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）   

 

   (8) 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類，貸借

対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書（様式第６号及び様式第７号その２） 

     ①  財産目録（様式第６号その１）                 

   この書類には必ず(9)の書類を添付してください。 

② 財産目録総括表（様式第６号その２） 

       ③ 貸借対照表（注記含む） 

      ④ 収支予（決）算書（様式第７号その２） 

※開設の前々年度の収支決算書及び開設前年度の収支予算書（開設前年度の収支予算書の

添付漏れが目立ちますので，御留意ください。） 

  （注） 

・大学等を新設する場合，申請時において設置経費等に相当する額を負債性の無い自   

     己資金で保有しているのみならず，６月末に提出する，開設前々年度の決算において  

     も，開設前年度以降の支払にかかる額を負債性の無い自己資金で保有していることが  

     求められます。詳細は，本手引第７部「財源の見方」を御覧ください。 

    ・財産目録と収支予（決）算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が予算又は決算の時に独自に作成している書類では受付できません。 

    ・収支予（決）算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

    ・①の数値が，様式第４号その３の帳簿価格及び面積と整合しているか確認してください。 

 

   (9) 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類                              

       ※ 「(8)財産目録（様式第６号その１）」に添付しているため，省略することができます。 

     財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類については，申請書類に含めて 

     電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求め 

       ることがありますので，その際は速やかに郵送により提出してください。 
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  （注）「(8)財産目録（様式第６号その１）」について監査をした結果を記載した書類を添付して

ください。私立学校振興助成法に基づく監査報告書ではありません。 

 

  (10) 寄附申込書 

設置経費及び経常経費の財源に寄附金を含まない場合には，添付を省略することができます。 

     この書類には，寄附者の寄附能力を証明する書類を添付してください。 

       ① 寄附者が株式会社等法人の場合 

      (ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，役員会の決議録，損益計算書及び貸借対照

表（開設年度の前々年度分）等を添付してください。 

        なお，法人の規程上，一定額以内の寄附については代表者（社長，支社長，担当役

員）等の裁量に委ねられている等，役員会の議決を必要としない場合は，当該規程，

決定方法に関する文書，稟議書等を添付してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「当該寄附金は審査基準に抵触し

ない適正な寄附である」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

      (ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

     ② 寄附者が個人の場合 

      (ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，寄附者の収入又は資産状況を明らかにする

書類（開設年度の前々年度分の納税証明書（所得金額が証明できる書類）等）を添付

してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「寄附能力があることを裏付ける

に足りる自身の財産の状況」及び「当該寄附は審査基準に抵触しない適正な寄附であ

る」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

      (ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

 

  (11) 寄附の収納状況等を明らかにする書類 

設置経費及び経常経費の財源に寄附金を含まない場合には，添付を省略することができます。 

この書類には，次の書類を添付してください。 

    ①  寄附金一覧（作成例参照） 

    ②  寄附金が収納されている全ての銀行口座の通帳の写し 

    ③  寄附金収納の際に発行した領収書の写し 

    ④  その他収納状況が確認できる書類 

 

また，必要に応じて，文部科学省から寄附者本人に対して寄附の内容等について確認する場合

がありますので，御留意ください。 

   （注） 

・寄附能力のない者からの寄附，借入金によって調達した寄附，条件付の寄附，その他適

当と認められない寄附は，設置経費の財源として認められませんので注意してください。 

・寄附者に今回申請の設置に係る建築等の請負業者が含まれていないか留意してください。 

-29-



  （作成例） 

寄 附 金 一 覧 表 

 

番号 

 

 

寄附申込日 

 

 

寄附者氏名 

 

 

寄附者が法人等の場合
そ の 代 表 者 氏 名 

 

所 在 地 

 

 

寄 附 金 額 
（千円） 

 

寄附金収納日 

 

 

寄附金収納先
銀行・口座名 

 

備 考 

 

 
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    計 

 

寄附者 ○○名 寄附件数 ○○件 寄附金額 ○○○，○○○千円 

 

（注） 寄附金受入れの銀行等口座が複数ある場合は，口座ごとの小計も合計欄に記載してください。 

 

  (12)  不動産その他の主なる財産については，その評価をする十分な資格を有する者の作成した 

    価格評価書  

      現物寄附を受けた財産又は借用財産について評価を受けた場合及び校地の再評価を受けた

場合等に添付してください。 

         土地の再評価において再評価額の計算の方法及び根拠が明確である場合には，路線価その他

の資料に基づく時価を基準とした評価額とすることができます。 

         新たに財産を取得した場合等，評価を必要としない場合には省略することができます。 

     

  (13) 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及び

これに伴う予算書（様式第７号）             

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２）※開設年度の前年度から完成年度までの収支予算書 

  （注） 

・収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が独自に作成している予算書では受付できません。 

    ・収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成をしてください。 

    ・様式第４号及び第１０号の数値と整合しているか確認してください。 

 

  (14) 予算書の内容を補足する書類（様式第１０号） 

    ① 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

    ②  事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

    ③  学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

     ④  専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

（注） 借入金等利息支出及び借入金等返済支出の金額が，様式第８号の金額と整合しているか 

     確認してください。 
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 (15) 負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号） 

（注１） 借入金の借換えを行っている場合，以下の内容がわかる書類を添付してください。 

① 当初の借入契約の内容（利率，各償還日の日付，各償還日の償還額（元本・利息別）） 

② 繰上償還の財源となる借入契約の内容（繰上償還に伴う諸費用，利率，各償還日の日付，

各償還日の償還額（元本・利息別）） 

③ 繰上償還「前・後」の負債償還率の推移（各年度の償還額，事業活動収入の額がわかる

もの）※借換えのために行った借入金の償還が終わるまでの間 

  （注２） 

    ・抵当については，全てを具体的に（「○○学部校舎○○市○○番地」等）記載してくださ

い。数が多い場合は別紙により説明してください。新設組織で使用する校地又は施設（共

用含む）を市中銀行等の借入れの担保としている場合は，「学校法人の寄附行為及び寄附

行為の変更の認可に関する審査基準（平成 19 年文部科学省告示第 41 号）」に抵触します

ので，御留意ください。 

    ・既設校舎等の転共用計画表（様式第４号その３）の各建物の借入金と整合しているか確認

してください。 

    ・事業活動収入（様式第１０号その２），借入金等返済支出及び借入金等利息支出の金額（様

式第１０号その１）と整合しているか確認してください。 

 

  (16)  校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面                                          

    ① 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

     ※ 次ページの作成例を参考に作成してください。 

    ② 校舎その他の建物の配置図 

     ※ ②の書類は，①の書類に包含される場合，添付を省略することができます。 

    ③ 校舎の平面図 

     ※ ③の書類は，任意の様式で作成し，複数学部等で共用となる施設がある場合等は，使用

区分ごとに色分けし，使用区分ごと・フロアごとに面積を記載（フロアが複数ある場合は

各建物における使用区分ごとの合計面積も記載）してください。 

       なお，使用区分ごとの色分けは，転共用計画（様式第４号その３）に記載した区分と整

合します。 
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（作成例）私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 

  (ｱ) 校地の面積は所有，借用別に記入してください。農地転用及び国有地等の払下げを受けるもの

についてはその進捗状況を明らかにしてください。 

 (ｲ) 登記簿上の面積と実測面積が異なる場合は実測面積を併記してください。  

  (ｳ) ①には，全ての設置校に係る図面を記入いただき，学校ごとの使用区分を明らかにし，校地，

校舎面積を団地ごとに記入してください。 

  (ｴ) 校舎については，建築中及び建築予定校舎等を含め各棟ごとに次の要件を記入してください。 

            建物の種類別 － 校舎，図書館，体育館，講堂，実習工場，寄宿舎等 

            構  造  別 － 鉄筋，鉄骨，木造，プレハブ等 

            階  層  別 － 平家建，２階建，３階建等 

 

  (17) その他  

         新設校等のパンフレット等，参考となる書類を添付してください。 

 

  (18)  事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話番

号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 
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  認可までの間に審査意見への対応により，申請書類の修正が必要となった場合は，申請書

の一部変更の手続が必要となりますので，速やかに私学行政課法人係に相談の上，「第２部 

１．寄附行為（変更）認可申請書の一部変更に係る書類の作成について」に従い書類を作成

してください。 

 

 

 

５ 副本の作成について 

 

     「学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号）」と「寄附行為変更の条項及び事由を記

載した書類」及び「新旧の比較対照表」を別途作成し，提出してください。 

この副本は，寄附行為の変更が認可された場合に，登記手続に必要となるため，認証書    

  に綴じて申請者にお渡しするものです。 

６月末の追加書類提出時に，「寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類」及び「新旧の比

較対照表」に修正が生じた場合は，一式を再度提出してください。 

 

 

６ 総括表の作成について 

 

   総括表については，以下の編纂順序により作成し，開設年度の前年度の６月末までに６月末の

追加書類と併せて提出してください。提出に際しては，「○ 一般的注意事項について」の「３ 

申請書類提出」を参照の上，以下の項目ごとにしおりを付して一つの PDF にして，提出してくだ

さい。それぞれの添付資料（例：様式第 4 号その 2 添付資料（契約書，領収書，見積書等））の

添付は不要です。 

 

    ○ 表紙 

(0) 開設年度の前々年度から３年分の計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書（内訳

表含む）、貸借対照表（注記事項含む）） 

(1) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

    ※ この書類には，「大学等の設置の趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作成

した「学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」の添付は不要です。

補足資料「組織移行表」のみを添付してください。 

(2) 最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号その２） 

(3)  予算書の内容を補足する書類のうち，資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

(4)  予算書の内容を補足する書類のうち，事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

(5)  負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号) 

(6) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号その１～その４） 

(7)  開設年度の前々年度の貸借対照表 
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(8)  予算書の内容を補足する書類のうち，学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

(9)  予算書の内容を補足する書類のうち，専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

(10) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面のうち，私立大学等の位置及び校地の状況   

      図並びに校舎の配置図 

(11)  当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） 

 

（表紙作成例） 

      

                                       

                            令和○○年度開設予定 

       

       

       

              □□□□の設置に係る寄附行為変更認可申請書総括表 

       

       

                             学校法人 ○○○○ 

       

       

                           令和○○年６月３０日提出 

 

 

 

７ 審査の参考となる資料について 

 

  審査の参考とする資料の作成を依頼しております。申請書時に併せて御提出くださるようお願い

します。 

  具体的な内容等については，「第１部 10．審査参考資料の提出について」及び文部科学省ウェ

ブサイトで公表している様式を御確認ください。 

 

 

８ 登記事項変更登記完了届について 

 

 認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届出が

必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係る届出

について」を参照してください。          

 なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した日から２週間以内の登記が必

要ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，変更後の寄附行為の施行日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所

の指示に従ってください。 
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 ３.私立大学の共同学科等の設置に係る寄附行為変更認可申請書類の作成について 

 

 

私立大学の共同学科等の設置に係る寄附行為変更認可申請書類については，私立大学に新たに学科

等を設置する場合に準じて，開設年度の前々年度の３月末と前年度の６月末の２回に分けて提出して

ください。 

 なお，申請書類の作成に当たっては，私立大学に新たに学科等を設置する場合に準じて，「私立学

校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の

様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読んだ上で，以下の点に留意し作成してください。 

  また，大学新設と同時に共同学科を設置される場合には，別途御相談ください。 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

  (1) 正 本  １部 （前項の別表２及び「第１部 ８．６月末追加書類の作成について」参照） 

  (2) 副 本  １部 

  (3) 総括表  １部 （６月末提出） 

 

 

２ 提出先 

 

私学部私学行政課法人係 

 

 

３ 正本の作成について 

 

寄附行為変更認可申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類

等の提出」を参照の上，提出をお願いします。 

 

 

４ 申請書類について 

 

○ 私立大学に新たな学科等を設置する場合に準じて，次の(1)から(7)及び(18)の書類（別表２

参照）を開設年度の前々年度の３月末までに，(8)から(17)の書類（第１部「８．６月末追加書

類の作成について」参照）を開設年度の前年度６月末までに提出してください。 

○ なお，６月末の追加書類提出については，後述の「第１部 ８．６月末追加書類の作成につ

いて」を参照してください。 

○ 各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。申

請書のうち、該当がない様式についても必ず添付し、「該当なし」である旨記載してください。  
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 (1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

     日付は，私立大学が新たに学科等を設置する場合と同様に，「３月 31 日」としてください 

   （当該日が，土・日・祝日の場合は直後の平日，以下同じ。）。 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

（作成例） 

 

寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 
 
  この法人は，従来，大学，短期大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回新たに

○○大学○○学部と共同で○○学部に共同○○学科を設置することとなったので，これに伴

い寄附行為を次のとおり変更する。 
 
 １．第４条中，第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号を第２号とし，第１号 
  として次の１号を加える。 
 
   共同○○学科 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ２．附則として次の附則を加える。 
 
    附 則 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行する。 
 
  （事由）施行日を明確にするため。 

 
 

 

新 旧 の 比 較 対 照 表 

 

新 

 

旧 

 

 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
              共同○○学科 
   (2) ○○短期大学 ○○学科 
   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (4) ○○中学校 
 
   附 則 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可 
 の日（令和 年 月 日）から施行する。 

 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
  (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科  
                  （新設） 
   (2) ○○短期大学 ○○学科 
   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (4) ○○中学校 
 
 

 

 

 

  （注１） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

   （注２） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。   
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  (3) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

       この書類には，大学設置等認可申請書に添付する補足資料（組織移行表），「大学の設置の

趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作成した「学生確保の見通しと学生確保に向

けた取組を記載した書類」を添付してください。また，共同教育課程を編成する大学間で締結

した協定書等も添付してください。 

    ※ 「大学等の設置の趣旨等を記載した書類」は大学等の設置認可申請書類に添付したものと

同じ書類を添付してください。 

※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例を

参考に様式を変更して作成してください。 

 

  (4) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類    

      理事会及び評議員会において，共同学科等の設置に伴う寄附行為の変更の決議等をしたこと

が分かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会の

資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写し

も添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの写

し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本可）

を添付してください。 

 

  (5) 現行の寄附行為  

 

  (6) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号）  

       ① 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） 

    ②  設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） 

    ③  転共用計画表（様式第４号その３） 

    ④  設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４）  

  （注） 

・②の数値と添付資料（契約書，領収書，見積書等）の金額が整合していることを確認して

ください。 

・③の帳簿価格及び面積が，財産目録と整合しているか確認してください。決算確定により

変更が生じる場合は，６月末申請の際に修正してください。ただし，それ以外の本様式の

修正（審査の過程で付された意見への対応を除く）は原則として認められません。 

・②，③は「(16)校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面，③校舎の平面図」の建物 

     ごとにおける使用区分と整合することを確認してください。 

 

   (7) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）   
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   (8) 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類，貸 

    借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書（様式第６号及び様式第７号その２） 

     ①  財産目録（様式第６号その１）                 

   この書類には必ず(9)の書類を添付してください。 

② 財産目録総括表（様式第６号その２） 

       ③ 貸借対照表（注記含む） 

      ④ 収支予（決）算書（様式第７号その２） 

※開設の前々年度の収支決算書及び開設前年度の収支予算書（開設前年度の収支予算書の

添付漏れが目立ちますので，御留意ください。） 

  （注） 

・財産目録と収支予（決）算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が予算又は決算の時に独自に作成している書類では受付できません。 

    ・収支予（決）算書は学校法人会計基準に準拠して作成をしてください。 

・①の数値が，様式第４号その３の帳簿価格及び面積と整合しているか確認してください。 

 

   (9) 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類                              

      ※ 「(8)財産目録（様式第６号その１）」に添付しているため，省略することができます。 

     財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類については，申請書類に含めて 

    電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求め 

       ることがありますので，その際は速やかに郵送により提出してください。 

  （注）「(8)財産目録（様式第６号その１）」について監査をした結果を記載した書類を添付して

ください。私立学校振興助成法に基づく監査報告書ではありません。 

 

  (10) 寄附申込書 

設置経費及び経常経費の財源に寄附金を含まない場合には，添付を省略することができます。 

     この書類には，寄附者の寄附能力を証明する書類を添付してください。 

     ① 寄附者が株式会社等法人の場合 

      (ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，役員会の決議録，損益計算書及び貸借対照

表（開設年度の前々年度分）等を添付してください。 

        なお，法人の規程上，一定額以内の寄附については代表者（社長，支社長，担当役

員）等の裁量に委ねられている等，役員会の議決を必要としない場合は，当該規程，

決定方法に関する文書，稟議書等を添付してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「当該寄附金は審査基準に抵触し

ない適正な寄附である」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

      (ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

    ② 寄附者が個人の場合 

      (ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，寄附者の収入又は資産状況を明らかにする

書類（開設年度の前々年度分の納税証明書（所得金額が証明できる書類）等）を添付

してください。 
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 (ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「寄附能力があることを裏付け

るに足りる自身の財産の状況」及び「当該寄附は審査基準に抵触しない適正な寄附で

ある」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

      (ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

        

  (11) 寄附の収納状況等を明らかにする書類 

設置経費及び経常経費の財源に寄附金を含まない場合には，添付を省略することができます。 

この書類には，次の書類を添付してください。 

    ①  寄附金一覧（次ページ作成例参照） 

    ②  寄附金が収納されている全ての銀行口座の通帳の写し 

    ③  寄附金収納の際に発行した領収書の写し 

    ④  その他収納状況が確認できる書類 

      

また，必要に応じて，文部科学省から寄附者本人に対して寄附の内容等について確認する場合

がありますので，御留意ください。 

   （注） 

・寄附能力のない者からの寄附，借入金によって調達した寄附，条件付の寄附，その他適

当と認められない寄附は，設置経費の財源として認められませんので注意してください。 

     ・寄附者に，今回申請の設置に係る建築等の請負業者が含まれていないか留意してくださ

い。 

 

  （作成例） 

寄 附 金 一 覧 表 

（注） 寄附金受入れの銀行等口座が複数ある場合は，口座毎の小計も合計欄に記載してください。 

 

番号 

 

 

寄附申込日 

 

 

寄附者氏名 

 

 

寄附者が法人等の場合
そ の 代 表 者 氏 名 

 

所 在 地 

 

 

寄 附 金 額 
（千円） 

 

寄附金収納日 

 

 

寄附金収納先
銀行・口座名 

 

備 考 

 

 
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    計 

 

 

寄附者 ○○名 寄附件数 ○○件 寄附金額 ○○○，○○○千円 
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  (12)  不動産その他の主なる財産については，その評価をする十分な資格を有する者の作成した 

    価格評価書  

      現物寄附を受けた財産又は借用財産について評価を受けた場合及び校地の再評価を受けた

場合等に添付してください。 

         土地の再評価において再評価額の計算の方法及び根拠が明確である場合には，路線価その他

の資料に基づく時価を基準とした評価額とすることができます。 

         新たに財産を取得した場合等，評価を必要としない場合には省略することができます。 

 

  (13) 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及び

これに伴う予算書（様式第７号）             

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２）※開設年度の前年度から完成年度までの収支予算書 

  （注） 

・収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が独自に作成している予算書では受付できません。 

    ・収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

    ・様式第４号及び第１０号の数値と整合しているか確認してください。 

 

  (14) 予算書の内容を補足する書類（様式第１０号） 

    ① 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

    ②  事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

    ③  学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

     ④  専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

（注）借入金等利息支出及び借入金等返済支出の金額が，様式第８号の金額と整合しているか 

     確認してください。 

 

  (15) 負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号）  

 （注１） 借入金の借換えを行っている場合，以下の内容がわかる書類を添付してください。 

① 当初の借入契約の内容（利率，各償還日の日付，各償還日の償還額（元本・利息別）） 

② 繰上償還の財源となる借入契約の内容（繰上償還に伴う諸費用，利率，各償還日の日付，

各償還日の償還額（元本・利息別）） 

③ 繰上償還「前・後」の負債償還率の推移（各年度の償還額，事業活動収入の額がわかる

もの）※借換えのために行った借入金の償還が終わるまでの間 

  （注２） 

    ・抵当については，全てを具体的に（「○○学部校舎○○市○○番地」等）記載してくださ

い。数が多い場合は別紙により説明してください。新設組織で使用する校地又は施設（共

用含む）を市中銀行等の借入れの担保としている場合は，「学校法人の寄附行為及び寄附

行為の変更の認可に関する審査基準（平成 19 年文部科学省告示第 41 号）」に抵触します

ので，御留意ください。 

    ・既設校舎等の転共用計画表（様式第４号その３）の各建物の借入金と整合しているか確認
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してください。 

    ・事業活動収入（様式第１０号その２），借入金等返済支出及び借入金等利息支出の金額（様

式第１０号その１）と整合しているか確認してください。 

 

  (16)  校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面  

    ① 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

      ※ 作成例を参考に作成してください。 

   ② 校舎その他の建物の配置図 

       ※ ②の書類は，①の書類に包含される場合，添付を省略することができます。 

   ③ 校舎の平面図 

      ※ ③の書類は，任意の書式で作成し,複数学部等で共用となる施設がある場合等は，使用

区分ごとに色分けし，使用区分ごと・フロアごとに面積を記載（フロアが複数ある場合

は各建物における使用区分ごとの合計面積も記載）してください。なお，使用区分ごと

の色分けは，転共用計画（様式第４号その３）に記載した区分と整合します。 

 
（作成例）私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 

  (ｱ) 校地の面積は所有，借用別に記入してください。農地転用及び国有地等の払下げを受けるもの

についてはその進捗状況を明らかにしてください。 

 (ｲ) 登記簿上の面積と実測面積が異なる場合は実測面積を併記してください。  

  (ｳ)  ①には，全ての設置校に係る図面を記入いただき，学校ごとの使用区分を明らかにし，校地，

校舎面積を団地ごとに記入してください。 
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  (ｴ) 校舎については，建築中及び建築予定校舎等を含め各棟ごとに次の要件を記入してください。 

            建物の種類別 － 校舎，図書館，体育館，講堂，実習工場，寄宿舎等 

            構  造  別 － 鉄筋，鉄骨，木造，プレハブ等 

            階  層  別 － 平家建，２階建，３階建等 

  (17) その他  

         新設校等のパンフレット等，参考となる書類を添付してください。 

 

  (18)  事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式自由）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話番

号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

 

  認可までの間に審査意見への対応により，申請書類の修正が必要となった場合は，申請書

の一部変更の手続が必要となりますので，速やかに私学行政課法人係に相談の上，「第２部 

１．寄附行為（変更）認可申請書の一部変更に係る書類の作成について」に従い書類を作成

してください。 

 

 

 

５ 副本の作成について 

 

「学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号）」と「寄附行為変更の条項及び事由を

記載した書類」及び「新旧の比較対照表」を別途作成し，提出してください。 

  この副本は，寄附行為の変更が認可された場合に，登記手続に必要となるため，認証書に綴じ

て申請者にお渡しするものです。 

６月末の追加書類提出時に，「寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類」及び「新旧の比

較対照表」に修正が生じた場合は，一式を再度提出してください。 

 

 

６ 総括表の作成について 

 

   総括表については，以下の編纂順序により作成し，開設年度の前年度の６月末までに６月末の

追加提出書類と併せて提出してください。また，提出に際しては，「○ 一般的注意事項につい

て」の「３ 申請書類提出」を参照の上，以下の項目ごとにしおりを付して一つの PDF にして，

提出してください。それぞれの添付資料（例：様式第４号その２添付資料（契約書，領収書，見

積書等））の添付は不要です。 

   ○ 表紙 

(0) 開設年度の前々年度から３年分の計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書（内
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訳表含む）、貸借対照表（注記事項含む）） 

(1) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

    ※ この書類には，「大学等の設置の趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作成

した「学生確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」の添付は不要です。補

足資料「組織移行表」のみを添付してください。 

(2) 最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号その２） 

(3)  予算書の内容を補足する書類のうち，資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

(4)  予算書の内容を補足する書類のうち，事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

(5)  負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号) 

(6) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号その１～その４） 

(7)  開設年度の前々年度の貸借対照表 

(8)  予算書の内容を補足する書類のうち，学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

(9)  予算書の内容を補足する書類のうち，専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

   (10) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面のうち，私立大学等の位置及び校地 

       の状況図並びに校舎の配置図 

   (11)  当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） 

 

（表紙作成例） 

 

                                             

                            令和○○年度開設予定 

       
       

       

                  ○○大学○○学部共同○○学科の設置に係る 

             寄附行為変更認可申請書総括表 

       

                                       

                             学校法人 ○○○○ 

       

       

                           令和○○年６月３０日提出 

 

 

 

７ 審査の参考となる資料について 

 

  審査の参考とする資料の作成を依頼しております。申請書時に併せて御提出くださるようお願い

します。 

  具体的な内容等については，「第１部 10．審査参考資料の提出について」及び文部科学省ウェ
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ブサイトで公表している様式を御確認ください。 

 

 

８ 登記事項変更登記完了届について 

 

 認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届出が

必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係る届出に

ついて」を参照してください。          

 なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した日から２週間以内の登記が必要

ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，変更後の寄附行為の施行日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所

の指示に従ってください。 

 

 

（参考）教育課程の共同実施制度における寄附行為変更認可申請のイメージ 

 

 例：Ｘ学科をＡ大学（私立・認可）・Ｂ大学（私立・届出）・Ｃ大学（国立）（分野の種類：人文

科学関係又は社会科学関係）で共同して実施する場合 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｘ 

 

 

 

学 

 

 

 

科 

 

 

   

 Ａ大学（私立・認可） 

 収容定員：100 人 

 設置経費：200 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同学科全体の 

標準設置経費 

 

928 百万円 

 

【収容定員計800 人】 

 

 

 設置経費合計 

  1,000 百万円 

 

審査 

 

 

 

 

 Ａ大学の 

 標準設置経費基準 

  116 百万円 

 財源必要額 

   200 百万円 

 

 

 

 

 

  Ｂ大学（私立・届出） 

 収容定員：300 人 

 設置経費：300 百万円 

 

 

 

 

 

審査 

 Ｂ大学は 

 届出のため， 

 審査対象外 

 

 

 対象外 

  Ｃ大学（国立） 

 収容定員：400 人 

 設置経費：500 百万円 

 

 

 

 

 

 

 Ｃ大学は 

  国立大学のため， 

 審査対象外 

 

 

                                                                            

（注） 
 

 ①Ａ大学の標準設置経費は，共同学科全体の928百万円を収容定員で按分した116百万円であり，

設置経費は，それ以上の計上が必要。 
 

 ②設置経費の財源は，認可を要するＡ大学のみ適用し，200 百万円以上の保有が必要。  
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 ４．組織変更に係る寄附行為変更認可申請書類の作成について 

 

 

 組織変更に係る寄附行為変更認可申請書類については，準学校法人（私立学校法第 64 条第４項の法

人）が，私立大学又は私立高等専門学校を設置する場合は，開設年度の前々年度の 10 月末と前年度の

６月末の２回に分けて提出してください。  

 また，私立学校法施行令（昭和 25 年政令第 31 号）第３条第１項第２号及び同条第２項の規定によ

り，都道府県知事から文部科学大臣への進達が必要となりますので，当該学校を設置する都道府県と

調整してください。 

 なお，申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び

「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読

んだ上で，以下の点に留意し作成してください。 

 私立学校法第 26 条第１項に規定する収益事業に関する計算書類の作成は，企業会計の原則に従い

作成し，６月末追加書類提出時に併せて提出してください。詳細は，「第１部 ８．６月末追加書

類の作成について」を参照してください。 

 

 

１ 提出書類の種類 

 

  (1) 正 本  １部 （別表３及び「第１部 ８．６月末追加書類の作成について」参照） 

  (2) 副 本  １部 

  (3) 総括表  １部 （６月末提出） 

  

 

２ 提出先 

 

私学部私学行政課法人係 

 

 

３ 正本の作成について 

 

組織変更認可申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類等の

提出」を参照の上，提出をお願いします。 

 

 

４ 申請書類について 

 

○ 準学校法人が私立大学又は私立高等専門学校を設置する場合は，次の(1)から(9)及び(21)の

書類（別表３参照）を開設年度の前々年度の 10 月末までに，(10)から(20)の書類（第１部「８．
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６月末追加書類の作成について」別表６参照）を開設年度の前年度６月末までに提出してくだ

さい。 

○ なお，６月末の追加書類提出については，後述の「第１部 ８．６月末追加書類の提出につ

いて」を参照してください。 

○ 各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。申

請書のうち、該当がない様式についても必ず添付し、「該当なし」である旨記載してください。 

 

［別表３］10 月申請 

00_申請書 申請書（様式第１号） [1] 申請書（様式第１号） ○

変更条項及び事由 [2] 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 ○

※会議ごとにしおりを付す [6] 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 ○

現行の寄附行為 [7] 現行の寄附行為 ○

理由書 [3] 理由書 ○

様式第２－１号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－１号） ○

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表） ○

様式第３号その１
各役員について、その配偶者又は三親等いないの親族が一人を超えて含まれてい
ないことを証する書類（様式第３号その１）

○

様式第３号その２
役員が私立学校法第38条第８項において準用する学校教育法第９条各号に該当し
ない者 であることを証する書類（様式第３号その２）

○

03-1_設置の趣旨（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（本文） ○

03-2_設置の趣旨（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（資料） □

04-1_学生確保（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（本文） ○

04-2_学生確保（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（資料） □

様式４号その１ 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） ○

様式４号その２ 設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） ○

様式４号その３ 転共用計画表（様式第４号その３） ○

様式４号その４ 設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４） ○

06_事務組織（様式第５号） － [9] 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

07_事務担当者連絡票 － [21] 事務担当者連絡票 ○

要否電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 提出書類名

01_寄附行為変更の条項及び事由

02_基本計画及び概要（様式第２－１号）

05_経費の見積り及び資金計画を記載し
た書類（様式第４号）

[5]

INDEX

[4]

[8]

[4]

 

※「要否」の欄   

 「○」＝提出が必要（写しも含む） 「□」＝該当する場合のみ提出が必要    

※ページ番号の付し方    

 上記「電子ファイル名称」ごとに，「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のページ番号と

PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。    

※電子ファイル名称    

 電子ファイルの名称は，次のとおり，法人名，提出時期，各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだものとして

ください。    

 （例） 文科学園，３月申請，02_基本計画及び概要（様式第２－１号）の場合    

     文科学園_2303_02_基本計画及び概要（様式第２－１号）      

※添付資料    

次の添付資料がある場合は，各様式の後に添付し，簡潔な名称のしおりを付してください。（例：契約 1，契約 2･･

･） 

 ・様式第 2-1 号添付資料（校地・校舎が借用の場合：使用保証が確認できる書類（賃貸借契約書等），使用しない

借用校地校舎がある場合：使用しない旨の書類と図面） 

 ・様式第 4 号その 1 添付資料（校地・施設に無償譲渡や貸与がある場合：使用期間が分かる書類（賃貸借契約書等）） 

 ・様式第 4 号その 2 添付資料（契約書，領収書，見積書等） 

 ・様式第 4 号その 4 添付資料（資産売却収入を財源とする場合：売買契約書等，補助金収入を財源とする場合：国

又は当該地方公共団体等の議会の議決書等） 

 ・その他必要に応じて添付するもの 
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(1) 学校法人組織変更認可申請書（様式第１－５号） 

   日付は，10 月１日以降で，都道府県知事へ提出する日としてください。 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

 
（作成例） 

 
寄附行為変更の条項及び事由 

 
  この法人は，従来，専門学校，看護学校を経営してきたが，今回新たに○○大学を設置 
 することとなったので，これに伴い寄附行為を次のとおり変更する。 
 
 １．第４条中，第２号を第３号とし，第１号を第２号とし，第１号として次の１号を加え 
  る。 
   ○○大学  ○○学部  ○○学科 
  （事由）………………………………………。 
 
 ２．附則として次の２項を加える。 
    附 則 
   この法人の組織変更時の役員は，次のとおりとする。 
    理事長 ○○○○ 
    理 事 ○○○○ 
    理 事 ○○○○ 
            ： 
            ： 
    監 事 ○○○○ 
 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行する。 
  （事由）施行日を明確にするため。 
 

 

 
新旧の比較対照表 

 
新 

 
旧 

 
 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   (2) ○○専門学校 
   (3) ○○看護学校 
 
    附 則 
 
  １．この法人の組織変更時の役員は次の 
 とおりとする。 
   理事長 ○○○○ 
   理 事 ○○○○ 
   理 事 ○○○○ 
            ： 
            ： 
    監 事 ○○○○ 
 
 ２．この寄附行為は，文部科学大臣の認可 
 の日（令和 年 月 日）から施行する。 

 

 
  （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   （新設） 
   (1) ○○専門学校 
   (2) ○○看護学校 
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    （注１） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

   （注２） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。  

  

    (3) 理由書 

学校法人に組織変更するにあたっての経緯，目的及びねらい等（趣旨）をＡ４版２枚以内を

目安に作成してください（様式任意）。 

 

  (4) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

     この書類には，大学設置等認可申請書に添付する補足資料（組織移行表），「大学の設置の

趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作成した「学生確保の見通しと学生確保に向

けた取組を記載した書類」を添付してください。 

    ※ 「大学の設置の趣旨等を記載した書類」は大学等の設置認可申請書類に添付したものと同じ

書類を添付してください。 

   ※ 組織変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例を参考に

様式を変更して作成してください。 

 

(5) 役員に関する書類（様式第３号） 

     ① 役員のうちに，各役員について，その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含ま 

    れていないことを証する書類（様式第３号その１）  

    ② 役員が私立学校法第 38 条第８項において準用する学校教育法第９条各号に該当しない者 

    であることを証する書類（様式第３号その２） 

 

    この書類には役員の就任承諾書及び履歴書を添付してください。 

役員の就任承諾書は，作成例を参考に作成してください。履歴書は任意の書式で作成してく

ださい。 

なお，役員の就任承諾書については，申請書類に含めて電子媒体で提出してください。紙媒

体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求めることがありますので，その際は速

やかに郵送により提出してください。 
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       （作成例） 

 

 

就 任 承 諾 書 

 

                              令和○年○月○日 

 

  学校法人○○○○ 

  理事長 ○○○○ 殿 

 

 

                       住所 ○○県○○市○○町一丁目 

 

                       氏名 ○ ○  ○ ○   

 

   学校法人○○○○の組織変更時の理事に就任することを 

 承諾します。 

 

 

 
 

 

  (6) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 

      理事会及び評議員会において，大学の設置等に伴う寄附行為の変更の決議等をしたことが分

かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会の

資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写 

しも添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの写

し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本可）

を添付してください。 

 

  (7) 現行の寄附行為  

 

  (8) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号）  

       ① 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） 

    ②  設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） 

    ③  転共用計画表（様式第４号その３） 

    ④  設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４）  

  （注） 

・②の数値と添付資料（契約書，領収書，見積書等）の金額が整合していることを確認して

ください。 
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・③の帳簿価格及び面積が，財産目録と整合しているか確認してください。決算確定により

変更が生じる場合は，６月末申請の際に修正してください。ただし，それ以外の本様式の

修正（審査の過程で付された意見への対応を除く）は原則として認められません。 

・②，③は「(19)校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面，③校舎の平面図」の各建物 

       ごとにおける使用区分と整合します。 

 

   (9) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）   

 

  (10) 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類，

貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書（様式第６号及び様式第７号その

２） 

     ①  財産目録（様式第６号その１）                 

   この書類には必ず(11)の書類を添付してください。 

② 財産目録総括表（様式第６号その２） 

    ③ 貸借対照表（注記含む） 

      ④ 収支予（決）算書（様式第７号その２） 

※開設の前々年度の収支決算書及び開設前年度の収支予算書（開設前年度の収支予算書の

添付漏れが目立ちますので，御留意ください。） 

  （注） 

・大学等を新設する場合，申請時において設置経費等に相当する額を負債性の無い自己資金 

     で保有しているのみならず，６月末に提出する，開設前々年度の決算においても，開設前年 

      度以降の支払にかかる額を負債性の無い自己資金で保有していることが求められます。 

    ・財産目録と収支予（決）算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が予算又は決算の時に独自に作成している書類では受付できません。 

    ・収支予（決）算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

    ・①の数値が，様式第４号その３の帳簿価格及び面積と整合しているか確認してください。 

 

   (11) 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類                              

       ※ 「(10)財産目録（様式第６号その１）」に添付しているため，省略することができます。 

財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類については，申請書類に含めて

電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を

求めることがありますので，その際は速やかに郵送により提出してください。 

 （注）「(10)財産目録（様式第６号その１）」について監査をした結果を記載した書類を添付して

ください。私立学校振興助成法に基づく監査報告書ではありません。 

 

  (12) 寄附申込書 

設置経費及び経常経費の財源に寄附金を含まない場合には，添付を省略することができま

す。 

     この書類には，寄附者の寄附能力を証明する書類を添付してください。 

       ① 寄附者が株式会社等法人の場合 
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      (ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，役員会の決議録，損益計算書及び貸借対照

表（開設年度の前々年度分）等を添付してください。 

        なお，法人の規程上，一定額以内の寄附については代表者（社長，支社長，担当役

員）等の裁量に委ねられている等，役員会の議決を必要としない場合は，当該規程，

決定方法に関する文書，稟議書等を添付してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「当該寄附金は審査基準に抵触し

ない適正な寄附である」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

      (ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

     ② 寄附者が個人の場合 

      (ｱ) １件 100 万円以上の寄附金については，寄附者の収入又は資産状況を明らかにする

書類（開設年度の前々年度分の納税証明書（所得金額が証明できる書類）等）を添付

してください。 

(ｲ) １件５千万円以上の寄附金については，(ｱ)に加え「寄附能力があることを裏付ける

に足りる自身の財産の状況」及び「当該寄附は審査基準に抵触しない適正な寄附であ

る」旨を記した寄附者の申立書を添付してください。 

(ｳ) １件 100 万円未満の寄附金については，寄附者の寄附能力を証明する書類を省略す

ることができます。 

       

  (13) 寄附の収納状況等を明らかにする書類 

設置経費及び経常経費の財源に寄附金を含まない場合には，添付を省略することができま

す。この書類には，次の書類を添付してください。 

    ①  寄附金一覧（次ページの作成例参照） 

    ②  寄附金が収納されている全ての銀行口座の通帳の写し 

    ③  寄附金収納の際に発行した領収書の写し 

    ④  その他収納状況が確認できる書類 

      

また，必要に応じて，文部科学省から寄附者本人に対して寄附の内容等について確認する場合

がありますので，御留意ください。 

   （注） 

・寄附能力のない者からの寄附，借入金によって調達した寄附，条件付の寄附，その他適

当と認められない寄附は，設置経費の財源として認められませんので注意してください。 

     ・寄附者に，今回申請の設置に係る建築等の請負業者が含まれていないか留意してくださ

い。 
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  （作成例） 

寄 附 金 一 覧 表 

 
番号 
 

 
寄附申込日 
 

 
寄附者氏名 
 

 
寄附者が法人等の場合

その代表者氏名 

 
所 在 地 

 

 
寄附金額（

千円） 

 
寄附金収納

日 
 

 
寄附金収納
先銀行・口

座名 

 
備考 

 

 
１ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合    計 寄附者 ○○名 寄附件数 ○○件 寄附金額 ○○○，○○○千円 

（注） 寄附金受入れの銀行等口座が複数ある場合は，口座ごとの小計も合計欄に記載してください。 

 

  (14) 不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等 

     不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等を添付してください。なお，登記所の証

明書類等については申請書類を電子媒体で提出する場合であっても，書面で別途提出をお願い

します。 

   また，証明書類の一覧表を作成例を参考に作成し添付してください。 

 

（作成例） 

不動産の権利の所属についての登記所の証明書類一覧 

    （校 地） 

 
種別 

 
№ 

 
所 在 地 

 
地 番 

 
地 目 

 
面 積(㎡) 

 
備    考 

 
 

  
○○ 
 校地 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
○○県○○市 
    ○○町 

 
○○番○ 
 

 
宅  地 
 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
 
 

 
2 
 

 
○○県○○市 
    ○○町 

 
○○番△ 
 

 
学校用地 
 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
                   
 

 

       

 

        
 
 

 
運動場 
 校地 

 
9 
 

 
○○県△△市 
    ××町 

 
○○番○ 
 

 
学校用地 
 

 
  ○○．○○㎡ 
 

 
 
 

    （校 舎）                                                                   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 

 
種別 

 
所 在 地 

 
構   造 

 
登記面積 

 
備   考 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1 
 

 
１号館 
 

 
○県○○市○○町 
    一丁目二番三号 

 
鉄筋コンクリート 
  造陸屋根５階建 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
１号館Ｂ棟を含む 
 

 
2 
 
 
 

 
２号館 
 
 
 

 
○県○○市○○町 
    一丁目二番三号 
 
 

 
鉄筋コンクリート 
  造陸屋根３階建 

 
 ○○○．○○㎡ 
 

 
 
 

 

 
 

財産目録上は２つに分かれている建物でも，登記上は

１棟で登記されている場合などは，財産目録や転共用

計画表の面積と整合するように備考欄に説明を記載し

てください。 
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（注） 学校法人が設置している他の学校との共用の関係や登記面積と実測面積の差などにより，「登

記簿」と「財産目録」に不整合がある場合は，備考欄や欄外にその説明を記載してください。 

 

  (15)  不動産その他の主なる財産については，その評価をする十分な資格を有する者の作成した 

   価格評価書 

      現物寄附を受けた財産又は借用財産について評価を受けた場合及び校地の再評価を受けた

場合等に添付してください。 

         土地の再評価において再評価額の計算の方法及び根拠が明確である場合には，路線価その他

の資料に基づく時価を基準とした評価額とすることができます。 

     新たに財産を取得した場合等，評価を必要としない場合には省略することができます。 

 

  (16) 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及び

これに伴う予算書（様式第７号）             

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２）※開設年度の前年度から完成年度までの収支予算書 

  （注） 

・収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が独自に作成している予算書では受付できません。 

    ・収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

    ・様式第４号及び第１０号の数値と整合しているか確認してください。 

 

  (17) 予算書の内容を補足する書類（様式第１０号） 

    ① 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

    ②  事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

    ③  学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

     ④  専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

（注） 借入金等利息支出及び借入金等返済支出の金額が，様式第８号の金額と整合しているか 

     確認してください。 

 

  (18) 負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号）  

（注１） 借入金の借換えを行っている場合，以下の内容がわかる書類を添付してください。 

① 当初の借入契約の内容（利率，各償還日の日付，各償還日の償還額（元本・利息別）） 

② 繰上償還の財源となる借入契約の内容（繰上償還に伴う諸費用，利率，各償還日の日付，

各償還日の償還額（元本・利息別）） 

③ 繰上償還「前・後」の負債償還率の推移（各年度の償還額，事業活動収入の額がわかるも

の）※借換えのために行った借入金の償還が終わるまでの間 

（注２） 

    ・抵当については，全てを具体的に（「○○学部校舎○○市○○番地」等）記載してくださ

い。数が多い場合は別紙により説明してください。新設組織で使用する校地又は施設（共

用含む）を市中銀行等の借入れの担保としている場合は，「学校法人の寄附行為及び寄附
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行為の変更の認可に関する審査基準（平成 19 年文部科学省告示第 41 号）」に抵触します

ので，御留意ください。 

    ・既設校舎等の転共用計画表（様式第４号その３）の各建物の借入金と整合しているか確認

してください。 

    ・事業活動収入（様式第１０号その２），借入金等返済支出及び借入金等利息支出の金額（様

式第１０号その１）と整合しているか確認してください。 

 

  (19) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面                                          

    ① 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

      ※ 作成例を参考に作成してください。 

    ② 校舎その他の建物の配置図 

      ※ ②の書類は，①の書類に包含される場合，添付を省略することができます。 

    ③ 校舎の平面図 

      ※ ③の書類は，任意の書式で作成し，複数学部等で共用となる施設がある場合等は， 

       使用区分ごとに色分けし，使用区分ごと・フロアごとに面積を記載（フロアが複数ある

場合は各建物における使用区分ごとの合計面積も記載）してください。 

        なお，使用区分ごとの色分けは，転共用計画（様式第４号その３）に記載した区分 

       と整合します。 

 

（作成例）      私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

 

（注） 

(ｱ) 校地の面積は所有，借用別に記入してください。農地転用及び国有地等の払下げを受けるも
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のについてはその進捗状況を明らかにしてください。 

(ｲ) 登記簿上の面積と実測面積が異なる場合は実測面積を併記してください。 

(ｳ)  ①には，全ての設置校に係る図面を記入いただき，学校ごとの使用区分を明らかにし，校

地，校舎面積を団地ごとに記入してください。 

(ｴ) 校舎については，建築中及び建築予定校舎等を含め各棟ごとに次の要件を記入してくださ

い。 

           建物の種類別 － 校舎，図書館，体育館，講堂，実習工場，寄宿舎等 

           構  造  別 － 鉄筋，鉄骨，木造，プレハブ等 

           階  層  別 － 平家建，２階建，３階建等 

 

  (20) その他  

         新設校等のパンフレット等，参考となる書類を添付してください。 

 

  (21)  事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式自由）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話番

号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

 

 

  認可までの間に審査意見の対応により，申請書類の修正が必要となった場合は，申請書の一

部変更の手続が必要となりますので，速やかに私学行政課法人係に相談の上，「第２部 １．

寄附行為（変更）認可申請書の一部変更に係る書類の作成について」に従い書類を作成してく

ださい。 

 

 

 

 

５ 副本の作成について 

 

       「学校法人組織変更認可申請書（様式第１－５号）」と「寄附行為変更の条項及び事由を記  

  載した書類」及び「新旧の比較対照表」を別途作成し，提出してください。 

   この副本は，組織変更が認可された場合に，登記手続に必要となるため，認証書に綴じて 

申請者にお渡しするものです。  

 ６月末の追加書類提出時に，「寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類」及び「新旧の

比較対照表」に修正が生じた場合は，一式を再度提出してください。 
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６ 総括表の作成について 

 

   総括表については，以下の編纂順序により作成し，開設年度の前年度の６月末までに提出して

ください。また，提出に際しては，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類提出（電

子媒体での提出）」を参照の上，以下の項目ごとにしおりを付して一つの PDF にして，提出して

ください。それぞれの添付資料（例：様式第４号その２添付資料（契約書，領収書，見積書等））

の添付は不要です。 

   

  ○ 表紙 

(0) 開設年度の前々年度から３年分の計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書（内訳

表含む）、貸借対照表（注記事項含む）） 

(1) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

    ※ この書類には，「大学等の設置の趣旨等を記載した書類」及び本手引第７部に従い作成

した「学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」の添付は不要です。

補足資料「組織移行表」を添付してください。 

 (2) 最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号その２） 

 (3)  予算書の内容を補足する書類のうち，資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

 (4)  予算書の内容を補足する書類のうち，事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

 (5)  負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号) 

 (6) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号その１～その４） 

 (7)  開設年度の前々年度の貸借対照表 

 (8)  予算書の内容を補足する書類のうち，学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

 (9)  予算書の内容を補足する書類のうち，専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

(10) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面のうち，私立大学等の位置及び校地の状況図

並びに校舎の配置図 

(11)  当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） 

 

(表紙作成例) 

                                       

                            令和○○年度開設予定 

       

             

                □□□□の設置に係る組織変更認可申請書総括表 

       

       

                             学校法人 ○○○○ 

             

                          令和○○年６月３０日提出 
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７ 審査の参考となる資料について 

 

  審査の参考とする資料の作成を依頼しております。申請書時に併せて御提出くださるようお願い

します。 

  具体的な内容等については，「第１部 10．審査参考資料の提出について」及び文部科学省ウェ

ブサイトで公表している様式を御確認ください。 

 

 

８ 登記事項変更登記完了届について 

 

 認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届出が

必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係る届出

について」を参照してください。          

 なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した日から２週間以内の登記が必

要ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，変更後の寄附行為の施行日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所

の指示に従ってください。 
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 ５． 私立大学等（又は私立大学の学部等）の設置者変更（法人新設及び合併の場

合を除く）に係る寄附行為変更認可申請書類の作成について 

 

 

 私立大学等の設置者変更（法人新設及び合併の場合を除く。）に係る寄附行為変更認可申請書類に

ついては，審査の都合上３月末までに提出してください。 

 なお，提出する申請書類は，①私立大学等（又は私立大学の学部等）の設置者となる場合と②私立

大学等（又は私立大学の学部等）の設置者でなくなる場合とで異なりますので，「私立学校法施行規

則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平

成６年文部省告示第 117 号）」をよく読んだ上で，以下の点に留意し作成してください。 

 ※手続に関しては, 第１部＜参考＞「学校法人の合併又は設置者変更の形態と寄附行為（変更）認

可申請手続等の関係」を御覧いただき,不明な点があれば法人係に相談してください。 

 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

  (1) 正 本  １部 （別表４，５及び「第１部 ８．６月末追加書類の作成について」参照） 

  (2) 副 本  １部          

 

 

２ 提出先 

 

私学部私学行政課法人係 

 

 

３ 正本の作成について 

 

寄附行為変更認可申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類

等の提出」を参照の上，提出をお願いします。 
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４ 申請書類について 

 

 

 

①  私立大学等（又は私立大学の学部等）の設置者となる場合 

 

   次の(1)から(6)及び(15)の書類（別表４参照）を３月末までに，(7)から(14)の書類（第１部「８．

６月末追加書類の作成について」別表７参照）を６月末までに提出してください。各様式の作成に

当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。申請書のうち，該当がな

い様式についても必ず添付し，「該当なし」である旨記載してください。 

 

［別表４］設置者変更：３月申請 

00_申請書 申請書（様式第１号） [1] 申請書（様式第１号） ○

変更条項及び事由 [2] 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 ○

※会議ごとにしおりを付す [4] 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 ○

現行の寄附行為 [5] 現行の寄附行為 ○

様式第２－１号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－１号） ○

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表） ○

締結した契約書、協定書等 締結した契約書、協定書 ○

変更の趣旨 設置者変更の趣旨を記載した書類 ○

03_事務組織（様式第５号） － [6] 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

04_事務担当者連絡票 － [15] 事務担当者連絡票 ○

[3]

01_寄附行為変更の条項及び事由

02_基本計画及び概要（様式第２－１号）

電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 提出書類名 要否INDEX

 
※ページ番号の付し方    

 上記「電子ファイル名称」ごとに，「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のページ番号と

PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。    

※電子ファイル名称    

 電子ファイルの名称は，次のとおり，法人名，提出時期，各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだものとして

ください。    

 （例） 文科学園，３月申請，02_基本計画及び概要（様式第２－１号）の場合    

     文科学園_2303_02_基本計画及び概要（様式第２－１号）     
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  (1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

     日付は，提出日としてください。 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 
 

（作成例） 

 
寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 

 
  この法人は，従来，大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回設置者の変更に 
 より，新たに○○短期大学を設置することとなったので，これに伴い寄附行為を次のとお 
 り変更する。 
 
 １．第４条中，第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第２号を加える。 
 
   (2) ○○短期大学  ○○学科 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ２．第６条第１項第１号中，「理事５人」を「理事７人」に改める。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ３．第７条第１号を，「設置する学校の長１名」から「設置する学校の長２人」に改め， 

  同条第２号を・・・・・・に改める。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ４．附則として次の附則を加える。 
 
    附 則 
   令和 年 月 日文部科学大臣認可のこの寄附行為は，令和○年４月１日から施行  

  する。 
 
  （事由）施行日を明確にするため。 

 

  
  

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
新 旧 の 比 較 対 照 表 

 
新 

 
旧 

 

 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   (2) ○○短期大学 ○○学科 

 

  （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   （新設） 
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   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (4) ○○中学校 
 
 （役 員） 
  第６条 この法人に次の役員を置く。 
   (1) 理事 ７人 
   (2) 監事 ２人 
 
 （理事の選任） 
 第７条 理事は，次の各号に掲げる者とする。 

  (1) 設置する学校の長 ２人 
  (2) ・・・・          ３人 
  (3) ・・・・         ２人 
 
    附 則 
    令和 年 月 日文部科学大臣認可の 

 この寄附行為は，令和○年４月１日から  

 施行する。 

 

   (2) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (3) ○○中学校 
 
  （役 員） 
  第６条 この法人に次の役員を置く。 
   (1) 理事 ５人 
   (2) 監事 ２人 
 
 （理事の選任） 
 第７条 理事は，次の各号に掲げる者とする。 

  (1) 設置する学校の長 １人 
  (2) ・・・・          ２人 
  (3) ・・・・         ２人 
  
 

 

 

    （注） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

    （注） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。 

 

  (3) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

     この書類には,設置者変更にあたり締結した契約書，協定書等及び「設置者変更の趣旨を記 

    載した書類」を添付してください。「設置者変更の趣旨を記載した書類」については，任意 

    の様式で作成し，設置者変更に至った経緯，理由，目的等を記載してください。 

   ※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例を参

考に様式を変更して作成してください。 

   ※ 補足資料「組織移行表」を添付してください。（第７部参照） 

 

  (4) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類    

      理事会及び評議員会において，設置者変更に伴う寄附行為の変更の決議等をしたことが分か

る議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会の資

料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写しも

添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの写し，

又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本可）を添付し

てください。 

 

  (5) 現行の寄附行為  

 

  (6) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）  
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   (7) 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類，貸

借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書（様式第６号及び様式第７号その２） 

     ①  財産目録（様式第６号その１）                 

   この書類には必ず(8)の書類を添付してください。 

② 財産目録総括表（様式第６号その２） 

    ③  貸借対照表（注記含む） 

      ④ 収支予（決）算書（様式第７号その２） 

※開設の前々年度の収支決算書及び開設前年度の収支予算書（開設前年度の収支予算書の

添付漏れが目立ちますので，御留意ください。） 

  （注） 

・財産目録と収支予（決）算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が予算又は決算の時に独自に作成している書類では受付できません。 

     ・収支予（決）算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

   (8) 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類                              

       ※ 「(7)財産目録（様式第６号その１）」に添付しているため，省略することができます。 

      財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類については，申請書類に含めて 

    電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を求

めることがありますので，その際は速やかに郵送により提出してください。 

  （注）「(7)財産目録（様式第６号その１）」について監査をした結果を記載した書類を添付して

ください。私立学校振興助成法に基づく監査報告書ではありません。 

 

   (9)  不動産その他の主なる財産については，その評価をする十分な資格を有する者の作成した 

     価格評価書  

      現物寄附を受けた財産又は借用財産について評価を受けた場合及び校地の再評価を受けた

場合等に添付してください。 

         土地の再評価において再評価額の計算の方法及び根拠が明確である場合には，路線価その他

の資料に基づく時価を基準とした評価額とすることができます。 

         新たに財産を取得した場合等，評価を必要としない場合には省略することができます。 

 

  (10) 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及び

これに伴う予算書（様式第７号）             

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２）※開設年度の前年度から完成年度までの収支予算書 

  （注） 

・収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が独自に作成している予算書では受付できません。 

    ・収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 
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  (11)  予算書の内容を補足する書類（様式第１０号） 

    ① 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

    ②  事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

    ③  学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

     ④  専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

（注） 借入金等利息支出及び借入金等返済支出の金額が，様式第８号の金額と整合しているか 

     確認してください。 

 

  (12) 負債がある場合又は借入れを予定する場合には，その償還計画書（様式第８号）  

（注１） 借入金の借換えを行っている場合，以下の内容がわかる書類を添付してください。 

① 当初の借入契約の内容（利率，各償還日の日付，各償還日の償還額（元本・利息別）） 

② 繰上償還の財源となる借入契約の内容（繰上償還に伴う諸費用，利率，各償還日の日付，

各償還日の償還額（元本・利息別）） 

③ 繰上償還「前・後」の負債償還率の推移（各年度の償還額，事業活動収入の額がわかるも

の）※借換えのために行った借入金の償還が終わるまでの間 

（注２） 

    ・抵当については，全てを具体的に（「○○学部校舎○○市○○番地」等）記載してくださ

い。数が多い場合は別紙により説明してください。新設組織で使用する校地又は施設（共

用含む）を市中銀行等の借入れの担保としている場合は，「学校法人の寄附行為及び寄附

行為の変更の認可に関する審査基準（平成 19 年文部科学省告示第 41 号）」に抵触します

ので，御留意ください。 

    ・既設校舎等の転共用計画表（様式第４号その３）の各建物の借入金と整合しているか確認

してください。 

    ・事業活動収入（様式第１０号その２），借入金等返済支出及び借入金等利息支出の金額（様

式第１０号その１）と整合しているか確認してください。 

 

  (13) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面                                          

    ① 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

      ※ 作成例を参考に作成してください。 

    ② 校舎その他の建物の配置図 

      ※ ②の書類は，①の書類に包含される場合，添付を省略することができます。 

    ③ 校舎の平面図 

      ※ ③の書類は，任意の書式で作成し，複数学部等で共用となる施設がある場合等は， 

       使用区分ごとに色分けし，使用区分ごと・フロアごとに面積を記載（フロアが複数ある

場合は各建物における使用区分ごとの合計面積も記載）してください。 
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  （作成例）       私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

 

 

（注） 

 (ｱ) 校地の面積は所有，借用別に記入してください。 

  (ｲ) 登記簿上の面積と実測面積が異なる場合は実測面積を併記してください。 

 (ｳ) ①には全ての設置校に係る図面を記入いただき，学校ごとの使用区分を明らかにし，校地， 

校舎面積を団地ごとに記入してください。 

  (ｴ) 校舎については，各棟ごとに次の要件を記入してください。 

           建物の種類別 － 校舎，図書館，体育館，講堂，実習工場，寄宿舎等 

           構  造  別 － 鉄筋，鉄骨，木造，プレハブ等 

           階  層  別 － 平家建，２階建，３階建等 

 

  (14) その他  

         新設校等のパンフレット等，参考となる書類を添付してください。 

 

  (15)  事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照合する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話番

号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 
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②  私立大学等（又は私立大学の学部等）の設置者でなくなる場合 

 

   次の(1)から(7)の書類及び(11)（別表５参照）を３月末までに，(8)から(10)の書類（第１部「８．

６月末追加書類の作成について」別表８参照）を６月末までに提出してください。各様式の作成に

当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。申請書のうち，該当がな

い様式についても必ず添付し，「該当なし」である旨記載してください。 

 

［別表５］設置者変更：３月申請 

00_申請書 申請書（様式第１号） [1] 申請書（様式第１号） ○

変更条項及び事由 [2] 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 ○

※会議ごとにしおりを付す [5] 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 ○

現行の寄附行為 [6] 現行の寄附行為 ○

様式第２－２号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－２号） ○

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表） ○

財産処分 [4] 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類 ○

03_事務組織（様式第５号） － [7] 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

04_事務担当者連絡票 － [11] 事務担当者連絡票 ○

01_寄附行為変更の条項及び事由

02_基本計画及び概要（様式第２－２号）
[3]

電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 INDEX 提出書類名 要否

 

※ページ番号の付し方    

 上記「電子ファイル名称」ごとに，「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のページ番号と

PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。    

※電子ファイル名称    

 電子ファイルの名称は，次のとおり，法人名，提出時期，各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだものとして

ください。    

 

  (1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

      この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

（作成例） 

 

 

寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 
 
 
  この法人は，従来，大学，短期大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回，○ 
 ○短期大学を別法人に設置者の変更をすることとなったので，これに伴い寄附行為を次の 
 とおり変更する。 
 
 １．第４条中，第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とする。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ２．附則として次の附則を加える。 
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    附 則 
    令和 年 月 日文部科学大臣認可のこの寄附行為は，令和○年４月１日から施行 

  する。 
 
  （事由）施行日を明確にするため。 

 

 

 

 
新 旧 の 比 較 対 照 表 

 
新 

 
旧 

 
 
 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   （削除） 
   (2) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (3) ○○中学校 
 
    附 則 
    令和 年 月 日文部科学大臣認可の 

  この寄附行為は，令和○年４月１日から 
  施行する。 

 

 
 
 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
  (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
  (2) ○○短期大学 ○○学科 
  (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
  (4) ○○中学校 

 

 

 

 

 

  （注） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

    （注） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。 

 

   (3) 当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－２号）  

    ※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例 

      を参考に様式を変更して作成してください。 

   ※ 補足資料「組織移行表」を添付してください。（第７部参照） 

 

    (4) 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成してください。 

   （作成例） 

 

    １ 設置者名 

     学校法人○○学園 

 

    ２ 設置者の所在地 

     ▲▲県□□市△△１丁目１番１号 

 

    ３ 設置校 

       ○○大学（▲▲県□□市） 
        大学院 

        ■■学部 
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       ●●短期大学（▲▲県□□市） 
        ◆◆学科 

        ほか高等学校１，中学校３，小学校２，幼稚園３ 

 

    ４ 移管する大学等 

          ●●短期大学 ◆◆学科 入学定員１００人 

     

  ５ 設置者変更する理由 

         ●●短期大学の運営に伴う経費が法人全体の収支を悪化させているため。 

 

    ６ 財産の処分等に関する事項 

      (1) 教職員の処置状況 

        【例】・教員×名のうち×名が○○大学□□学部に配置換えし，×名は退職する。 

         ・職員×名のうち×名が○○大学□□学部に配置換えし，×名は退職する。 

      (2) 施設，設備の処置 

        【例】・ 施設，設備は，すべて学校法人○○○○に移管する。 

       （3）現金預金，有価証券等の処置 

 

  

 (5) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類    

      理事会及び評議員会において，設置者変更に伴う寄附行為の変更を決議した議事録又は決議

録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注１） 

・当該議事録の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会

の資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・なお,書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面 

の写しも添付してください。・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若し

くは記名押印されたものの写し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたもの

の写し（公印不要）を添付してください。 

（注２） 

・設置者変更により校地並びに施設及び設備の所有権を移転させる場合は，理事会等にお

いてその議決等を行ったことが分かる議事録又は決議録の写しを必ず添付してください。

併せて，所有権を移転させる校地並びに施設及び設備が，財産目録の種別のうち，どれ

に該当するか分かるように説明してください。 

 

  (6) 現行の寄附行為  

 

   (7) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）  

 

   (8) 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号） 

       ① 財産目録（様式第６号その１）        

設置者変更を行う年度の前々年度の財産目録を添付してください。なお，この書類には

「財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類」の添付は不要です。 
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    ②  財産目録総括表（様式第６号その２） 

（注） 財産目録は必ず定められた様式で提出してください。 

 

   (9) 設置者変更の前年度から二年間の事業計画及びこれに伴う予算書（様式第７号） 

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２） 

(注) 必要に応じて，設置者変更の前年度から三年間の事業計画や予算等について提出を求め

ることがあります。 

(注) 収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

      各学校法人が予算の時に独自に作成している書類では受付できません。 

(注) 収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

  (10) その他 

         パンフレット等，参考となる書類を添付してください。 

 

  (11)  事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③連絡先

の電話番号，④メールアドレス，⑤寄附行為認可申請にあたり申請者に対する書類の送付先の

郵便番号，住所。 

 

 

５ 副本の作成について 

 

      「学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号）」と「寄附行為変更の条項及び事由を

記載した書類」及び「新旧の比較対照表」を別途作成し，提出してください。 

 この副本は，寄附行為の変更が認可された場合に，登記手続きに必要となるため，認証書  

   に綴じて申請者にお渡しするものです。  

６月末の追加書類提出時に，「寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類」及び「新旧の比 

較対照表」に修正が生じた場合は，一式を再度提出してください。 

 

 

６ 審査の参考となる資料について 

 

  審査の参考とする資料の作成を依頼しております。申請書提出時に併せて御提出くださるようお

願いします。 

  具体的な内容等については，「第１部 10．審査参考資料の提出について」及び文部科学省ウェ

ブサイトで公表している様式を御確認ください。 
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７ 登記事項変更登記完了届について 

 

 認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届出が

必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係る届出に

ついて」を参照してください。 

 なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した日から２週間以内の登記が必要

ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，施行期日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所の指示に従ってく

ださい。 

 

 

 

【日本私立学校振興・共済事業団 経営相談（合併等紹介業務）の御案内】 

日本私立学校振興・共済事業団（以下，「私学事業団」と言う。）では，合併等（学校法人の合

併，学校や学部等の譲受もしくは譲渡など）を希望する学校法人に対する経営相談を行っています。 

合併等を希望している学校法人同士の顔合わせをする機会を提供しているほか，合併等を検討して

いる学校法人に対応した相談業務も実施しておりますので，合併等を希望・検討されている場合は，

以下 HP の記載事項を参考に，私学事業団経営支援室まで御連絡ください。  

 

（参考） 

https://www.shigaku.go.jp/files/gappeitousyoukaigyoumu.pdf 

※この経営相談に関して費用はかかりません。  
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学校法人の合併又は設置者変更の形態と寄附行為（変更）認可申請手続等の関係

区 分 形 態 寄附行為（変更）認可申請手続等 申請期限

１．合併（新設） 学校法人Ａ ⇒解散 学校法人Ｃ
ａ大 学 ・合併の認可申請（施行規則第６条） 規定なし

新設 学校法人Ｃ ※審議会への諮問は不要 （随時可能）
ａ大 学

学校法人Ｂ ⇒解散 ｂ短期大学 学校法人Ａ 学校法人Ｂ
ｂ短期大学 ｃ高等学校 ※解散認可申請手続及び審議会への諮問は不要
ｃ高等学校

２．合併（吸収） 学校法人Ａ 存続 学校法人Ａ 学校法人Ａ
ａ大 学 ａ大 学 ・合併の認可申請（施行規則第６条） 規定なし

ｂ短期大学 ※審議会への諮問は不要 （随時可能）
ｃ高等学校

学校法人Ｂ ⇒解散 学校法人Ｂ
ｂ短期大学 ※解散認可申請手続及び審議会への諮問は不要
ｃ高等学校

３．設置者変更 学校法人Ａ 存続 学校法人Ａ 学校法人Ａ
（新設分離） ａ大 学 ａ大 学 ・寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条第１項，第４条の２第２項） 規定なし

ｂ短期大学 ｃ高等学校 ※審議会への諮問が必要 学校法人Ｂの申請と

ｃ高等学校 同時に申請が必要

新設 学校法人Ｂ 学校法人Ｂ 前々年度の
ｂ短期大学 ・寄附行為の認可申請（施行規則第２条第３項） ３月３１日

※審議会への諮問が必要

４．設置者変更 学校法人Ａ 存続 学校法人Ａ 学校法人Ａ 規定なし
（吸収分離） ａ大 学 ａ大 学 ・寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条第１項，第４条の２第１項） 前々年度の

ｃ短期大学 ※審議会への諮問が必要 ３月末を目途

学校法人Ｂ 存続 学校法人Ｂ 学校法人Ｂ 規定なし
ｂ大 学 ｂ大 学 ・寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条第１項，第４条の２第２項） 前々年度の
ｃ短期大学 ｄ高等学校 ※審議会への諮問が必要 ３月末を目途
ｄ高等学校

（注）・表中の「施行規則」は私立学校法施行規則を，「審議会」は大学設置・学校法人審議会（学校法人分科会）をいう。
・学校教育法に基づく大学等の設置者変更の手続きについては，別途，大学教育・入試課大学設置室に確認すること。
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学部等（大学の学部,短期大学の学科,大学院又は大学院の研究科）単位での設置者変更について

私立大学等の連携・統合の円滑化を図るため，「私立学校法施行規則の一部を改正する省令（令和元年文部科学省令第１号）」，「学校法人の寄附行為及び寄附行
為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示（令和元年文部科学省告示第１号）」及び「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部
を改正する告示（令和元年文部科学省告示第３号）」が令和元年５月１０日に公布・告示されたことにより，学部等単位での設置者変更及び同一法人内での既存
の学部等を基にした新たな学部等の新設に係る規程等が整備された。

区 分 形 態 寄附行為（変更）認可申請手続等 申請期限

１．別法人との 学校法人Ａ 学校法人Ａ 学校法人Ａ
学部等の設 ａ大 学 ａ大 学 ・寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条１項，第４条の２第１項） 規定なし
置者変更 法学部 法学部 ※審議会への諮問が必要 学校法人Ｂの申請と

経済学部 同時に申請が必要

前々年度の
学校法人Ｂ 学校法人Ｂ 学校法人Ｂ ３月３１日
ｂ大 学 ｂ大 学 ・寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条１項，第４条の２第２項）
経済学部 ⇒廃止 文学部 ※審議会への諮問が必要
文学部

２．同一法人内 学校法人Ａ 学校法人Ａ 学校法人Ａ
での学部等 ａ大 学 ａ大 学 ・寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条第４項） 前々年度の
の廃止・新 法学部 法学部 ※審議会への諮問が必要 ３月３１日
設 新設 経済学部

ｂ大 学 ｂ大 学 ・寄附行為変更の届出（施行規則第４条の３第２項） 規定なし
経済学部 ⇒廃止 文学部 ※審議会への諮問は不要 寄附行為変更
文学部 ただし,学部等を廃止することにより大学等を廃止する必要がある 認可から前年

場合,寄附行為変更の認可申請（施行規則第４条第１項，第４条第 度の３月末を
９項）となり,審議会への諮問が必要 目途

※大学等の廃
止を行う場合
は同時申請が
必要

（注）・表中の「施行規則」は私立学校法施行規則を，「審議会」は大学設置・学校法人審議会（学校法人分科会）をいう。
・学校教育法に基づく学部等の設置者変更の手続きについては，別途，大学教育・入試課大学設置室に確認すること。
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 ６．私立大学等の廃止に係る寄附行為変更認可申請書類の作成について 

 

 

 文部科学大臣所轄の学校法人が私立大学又は私立高等専門学校を廃止する場合に係る寄附行為変更

認可申請書類については，在学生が全員卒業，退学又は除籍した時点で提出してください。 

 また，文部科学大臣所轄の学校法人が私立大学等を廃止することに伴い，都道府県知事所轄の学校

法人又は準学校法人（私立学校法第 64 条第４項の法人）となる場合，私立学校法施行令（昭和 25 年

政令第 31 号）第４条第１項により，都道府県知事が寄附行為の変更を認可することになるため，申

請書類については，当該学校が設置されている都道府県に提出してください。 

 なお，大学設置・学校法人審議会に諮問する関係上，提出時期についてはあらかじめ私学部私学行

政課法人係に相談してください。 

 申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び「学校

法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読んだ上

で，以下の点に留意し作成してください。 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

   (1)  正 本   １部                      

    (2)  副 本   １部                      

 

 

２ 提出先及び提出方法 

 

  私学部私学行政課法人係 

  ※ 私立大学等を廃止することに伴い，都道府県知事所轄の学校法人又は準学校法人（私立学校 

   法第 64 条第４項の法人）となる場合は，都道府県私立学校担当部署宛に提出してください。 

  【提出までの流れ】 

      在学生が全員卒業・退学・除籍することが確定（卒業判定会議等） 

    ↓ 

   （理事会等で大学等の廃止に係る寄附行為変更の議決） 

    ↓ 

   在学生が全員卒業・退学・除籍  どちらでも可 

     ↓ 

   （理事会等で大学等の廃止に係る寄附行為変更の議決） 

    ↓                              ↓ 

   大学等の廃止認可申請書の提出  大学等の廃止に係る寄附行為変更認可申請書の提出 

   （大学教育・入試課大学設置室）  （私学部私学行政課法人係） 

                    ※都道府県知事所轄となる場合は都道府県宛に提出 

               同時に２つの申請書の提出が必要 
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３ 正本の作成について 

 

寄附行為変更認可申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書

類等の提出」を参照の上，提出をお願いします。 

 

 

４ 申請書類について 

 

   次の(1)から(10)の書類を一つの電子ファイル（PDF）にし，INDEX ごとにしおりを付して提出し

てください。各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してくださ

い。なお，ファイル名は「提出年月日＋【法人名】大学等の廃止に係る寄附行為変更認可申請書」

としてください。提出年月日は申請書日付ではなく，実際に提出した日としてください。 

（例）20231001【○○学園】大学等の廃止に係る寄附行為変更認可申請書 

 

  (1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

      この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

 

（作成例） 

 

寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 
 
  この法人は，従来，大学，短期大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回，○ 
 ○短期大学を廃止することとなったので，これに伴い寄附行為を次のとおり変更する。 
 
 １．第４条中，第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とする。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 
 ２．附則として次の附則を加える。 
 
 
    附 則 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行する。 
 
 
  （事由）施行日を明確にするため。 
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新 旧 の 比 較 対 照 表 

 

新 

 

旧 

 

 （設置する学校） 
 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   （削除） 
   (2) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (3) ○○中学校 
 
    附 則 
    この寄附行為は，文部科学大臣の認 
  可の日（令和 年 月 日）から施行 
  する。 

 

 

 （設置する学校） 
 
 第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
  (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
  (2) ○○短期大学 ○○学科 
   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
  (4) ○○中学校 
 

 

  （注） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

    （注） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。 

 

   (3) 当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－２号）  

    ※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例

を参考に様式を変更して作成してください。 

    ※ 「既設校の内容」において，当該廃止する大学等の入学定員等については，学生募集停

止時の各定員を「－」の下に、（ ）で記入してください。届出等により収容定員を変更

している場合は，備考にその過程が分かるように記載してください。 

 

   (4) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 

      理事会及び評議員会において，大学等の廃止に伴う寄附行為の変更の決議等をしたことが

分かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会の

資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写し

も添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの写

し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本可）

を添付してください。 

 

   (5) 現行の寄附行為 

 

   (6) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）  
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   (7) 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号） 

       ① 財産目録（様式第６号その１）        

この書類には「財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類」の添付は不

要です。また，「新設校」は「廃止校」と読み替えて作成してください。 

    ②  財産目録総括表（様式第６号その２） 

   （注） 財産目録は必ず定められた様式で提出してください。また、「年度」における「開設

年度」は「廃止年度」と読み替えて作成してください。 

 

   (8) 申請年度から二年間の事業計画及びこれに伴う予算書（様式第７号） 

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２） 

（注） 必要に応じて，申請年度から三年間の事業計画や予算等について提出を求めることが

あります。 

   （注） 収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

      各学校法人が独自に作成している予算書では受付できません。 

   （注） 収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

    (9) 廃止する私立学校に係る財産の処分に関する事項を記載した書類 

       この書類は，次ページの作成例を参考に作成してください。 

      なお，大学等の設置に伴う計画的な廃止であっても，教職員，施設及び設備の処置状況  

         等について具体的な人数まで明記するなど，作成例のとおり詳細まで記載してください。 

   （作成例） 

廃止する私立大学等に係る財産の処分に関する事項を記載した書類 

 

    １ 設置者名 

     学校法人○○○○ 

    ２ 設置者の所在地 

     ▲▲県□□市△△１丁目１番１号 

    ３ 設置校 

       ○○大学（▲▲県□□市） 

        大学院 

        ■■学部 

        ▽▽学部 

        ●●短期大学（▲▲県□□市） 

      ◆◆学科 

      ほか高等学校１，中学校３，小学校２，幼稚園３ 

 

  ４ 廃止する大学等 

       ●●短期大学 ◆◆学科 入学定員１００人 

（※様式２－２及び廃止認可申請書と整合させてください。）  
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５ 廃止する理由 

      ・ 令和××年度開設（○○大学▽▽学部▽▽学科設置，○○大学▽▽学部の収容 

       定員増）に伴う計画的廃止 

        ・ 入学志願者減少に伴う廃止 

    （※ 入学志願者減少に伴う廃止の場合は，過去５年間の入学志願者数及び入学者数 

      を表による表示で記載してください。） 

 

６ 財産の処分等に関する事項 

（１）学生募集停止の時期 

令和○年度入学者より学生募集停止 

（２）学生の処置方法 

令和○年○月に全員卒業し、現在学生はいない。 

令和○年度在学生の令和○年○月末の状況 

・○○大学短期大学令和○年度期首在籍○名のうち令和○年○月卒業○名 

    （３） 教職員の処置状況 

        【例】・教員×名のうち×名が○○大学□□学部に配置換えし，×名は退職する。 

           ・職員×名のうち×名が○○大学□□学部に配置換えし，×名は退職する。 

   （４） 施設，設備の処置 

        【例】・施設，設備は，全て○○大学□□学部に移管した。 

 

  

 (10) 事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話

番号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

  (11) その他・・・必要に応じて，参考となる書類を求める場合があります。 

 

 

 

５ 副本の作成について 

 

 「学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号）」と「寄附行為変更の条項及び事由を

記載した書類」及び「新旧の比較対照表」を別途作成し，提出してください。 

 この副本は，寄附行為の変更が認可された場合に，登記手続きに必要となるため，認証書に綴

じて申請者にお渡しするものです。  
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６ 登記事項変更登記完了届について 

 

 認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届出

が必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係る届

出について」を参照してください。 

 なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した日から２週間以内の登記が必

要ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，施行期日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所の指示に従って

ください。  

 大学等の廃止に伴い都道府県知事所轄の学校法人又は準学校法人（私立学校法第 64 条第４項の

法人）となった場合は，登記事項登記完了届を文部科学大臣宛てに提出する必要はありません。 
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 ７．私立大学等の廃止に伴う学校法人の解散認可（認定）申請書類の作成に 

  ついて 

 

 

 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が大学等の廃止に伴い学校法人を解散する場合に係る解散認

可（認定）申請書類については，在学生が全員卒業，退学又は除籍し，理事会等で学校法人の解散に

ついて議決し，残余財産の処分方法が確定した段階で提出してください。 

 また，大学等の廃止と同時に都道府県知事所轄の学校，専修学校及び各種学校を廃止する場合には，

私立学校法施行令（昭和 25 年政令第 31 号）第３条第１項第１号及び同条第２項により，都道府県知

事から文部科学大臣への進達が必要となりますので，申請書類については，当該学校が設置されてい

る都道府県に提出してください。 

 いずれの場合も，別途，私立大学等の廃止認可申請書を大学教育・入試課大学設置室に提出してく

ださい。大学等の廃止と同時に都道府県知事所轄の学校，専修学校及び各種学校を廃止する場合には，

当該廃止認可申請書を都道府県に提出してください。 

 なお，大学設置・学校法人審議会に諮問する関係上，提出時期についてはあらかじめ私学部私学行

政課法人係に御相談ください。 

 申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」及び「学校

法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読んだ上

で，以下の点に留意し作成してください。 

 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

  (1) 正 本  １部 

  (2) 副 本  １部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-78-



 

２ 提出先及び提出方法 

 

  私学部私学行政課法人係 

  【提出までの流れ】 

      在学生が全員卒業・退学・除籍することが確定（卒業判定会議等） 

        ↓ 

   （理事会等で大学等の廃止に伴う学校法人の解散について議決） 

    ↓ 

   在学生が全員卒業・退学・除籍 どちらでも可 

     ↓ 

   （理事会等で大学等の廃止に伴う学校法人の解散について議決） 

        ↓ 

（理事会等で残余財産の処分方法，学籍簿等の保存方法について決定） 

    ↓                                

   大学等の廃止認可申請書の提出    ↓ 

   （大学教育・入試課大学設置室）     

                 大学等の廃止に伴う学校法人の解散認可（認定）申請書の提出 

                 （私学部私学行政課法人係） 

 

        同時に２つの申請書の提出が必要 

 ※ 同時に都道府県知事所轄の学校，専修学校及び各種学校を 

  廃止する場合には，当該廃止認可申請書を都道府県に提出 

 

 

３ 正本の作成について 

 

解散認可（認定）申請書の正本については，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類

等の提出」を参照の上，提出をお願いします。 

 

 

４ 申請書類について 

 

次の(1)から(9)の書類を一つの電子ファイル（PDF）にし，INDEX ごとにしおりを付して提出し

てください。各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してくださ

い。ファイル名は「提出年月日＋【法人名】学校法人の解散認可申請書」としてください。提出年

月日は申請書日付ではなく，実際に提出した日としてください。 

（例）20231001【○○学園】学校法人の解散認可申請書 

   (1) 解散の事由を記載した認可申請書又は認定申請書 
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 この書類は，次の作成例を参考に作成してください。 

（作成例） 

 

学校法人○○○○解散認可申請書 

令和○○年○月○日 

 文部科学大臣 殿 

 

                  住所 ○○県○○市○○○○ 

                  学校法人○○○○ 

                   理事長 ○○○○   

 

 このたび学校法人○○○○を解散したいので，私立学校法第 50 条第２項の規

定によって認可されるよう，同法施行規則第５条の関係書類を添えて申請します。 

 

（注）(ｱ) 日付は提出日としてください。 

(ｲ) 学校法人の解散の認定申請の場合は表題を「解散認定申請書」としてください。 

また，本文中「認可されるよう」は「認定されるよう」としてください。  

 

   (2) 理由書 

学校法人を解散するに至った経緯について記載してください（Ａ４版２枚程度）。 

                                   

    (3） 当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－２号）  

 

 (4) 現行の寄附行為 

 

    (5) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）   

 

 (6) 法第 50 条第１項第１号に規定する手続（法第 42 条に規定する手続を含む。）又は法第 42

条に規定する手続を経たことを証する書類  

      理事会及び評議員会において，大学等の廃止に伴う学校法人の解散の決議等をしたことが

分かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会の

資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写し

も添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの 

     写し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本可） 

     を添付してください。
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    (7) 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号） 

        ① 財産目録（様式第６号その１）        

この書類には「財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類」の添付は不

要です。 

     ②  財産目録総括表（様式第６号その２） 

 

     (8) 残余財産の処分に関する事項を記載した書類 

       この書類は，作成例を参考に作成してください。 

なお，教職員，施設及び設備の処置状況等については，具体的な人数まで明記するなど，

作成例のとおり詳細まで記載してください。 

 

   （作成例） 

残余財産の処分に関する事項を記載した書類 

 

    １ 設置者名 

     学校法人○○○○ 
 
    ２ 設置者の所在地 

     ▲▲県□□市△△１丁目１番１号 
 

    ３ 設置校 

       ○○大学（▲▲県□□市） 

        大学院 

        ■■学部 

        ▽▽学部 

       ●●短期大学（▲▲県□□市） 

        ◆◆学科 

       ほか高等学校１，中学校３，小学校２，幼稚園３ 
 
    ４ 廃止する理由 

          ・入学志願者減少に伴う廃止 

     ※ 学校法人を解散するに至った経緯について詳しく記載してください。 
 

    ５ 財産の処分等に関する事項 

      (1) 学生募集停止の時期 

         令和××年度入学者より募集停止 

      (2) 学生の処置方法（在学生の状況） 

         令和××年×月（ほとんどの場合解散申請年度の前年度末）までに全員卒業（退 

      学，除籍）し，現在学生はいない。 

          【参考】 

         令和××年度末に在学していた学生の令和××年×月末の状況 

          ・●●短期大学 ◆◆学科 在学者１００名のうち 

                       卒 業 ８５名 

                       退 学 １０名 

                       除 籍  ５名 

          ・●●短期大学 ◆◆学科 在学生１００名全員卒業 
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      (3) 教職員の処置状況 

        【例】・教員×名全員が退職した。 

           ・職員は×名のうち，□名を解雇し，残△名については，引き続き，残務 

           整理を行うこととした。 

      (4) 残余財産の処分方法 

        【例】・残余財産については，全て○○○○に帰属させることとした。（令和 

           ○○年○月○日理事会において議決） 

            （参考）帰属先の受入受諾決議日 令和○○年□月□□日 

          ・残余財産のうち，校地・校舎・土地については，○○○○に帰属し，現  

          金については○○○○，□□□□，△△△△の三者に帰属することとした。 

            （参考）帰属先の受入受諾決議日 

                ○○○○ 令和○○年○月○○日 

                □□□□ 令和○○年□月□□日 

                △△△△ 令和○○年△月△△日 

     (5) 学籍関係書類の保存方法 

       【例】・学籍関係書類の保存・管理及び証明書の発行は，○○○○が行う。 

 

 

   （注）  

    この書類には次の書類を添付してください。 

① 残余財産の処分について決議した理事会及び評議員会議事録又は決議録の写し（当該議

事の際に使用した資料を添付したもの。また，残余財産の処分方法についての資料等につ

いては，必ず添付してください。なお，書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の

要件を満たす場合には当該書面の写しも添付してください。） 

      ※ (6)の書類と重複する場合は，省略することができます。 

② 残余財産を受諾する側の理事会等の議事録又は決議録の写し（当該議事の際に使用した

資料を添付したもの。なお，書面をもって意思表示したものを含めて会議成立の要件を満

たす場合には当該書面の写しも添付してください。） 

③ 残余財産を受諾することを確約する書面の写し 

④ 残余財産を受諾する側の寄附行為，定款等 

⑤ その他，残余財産の処分について参考となる書類 

 

   (9) 事務担当者連絡票 

申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話番

号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

  (10)  その他・・・必要に応じて，参考となる書類を求める場合があります。 
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５ 副本の作成について 

 

     「解散の事由を記載した認可申請書又は認定申請書」と「理由書」を別途作成し，提出してく

ださい。 

    この副本は，解散が認可（認定）された場合に，登記手続に必要となるため，認証書に   

    綴じて申請者にお渡しするものです。 

 

 

６ 学校法人解散及び清算人登記完了届について 

 

 (注) 認可（認定）後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基

づく届出が必要となりますので，作成例を参考に作成し，登記事項証明書（登記簿謄本）を添え

てメールにて私学部私学行政課法人係宛てに提出してください。 

 

    （作成例） 

 

［ 文 書 番 号 ］ 
令和○○年○○月○○日 

 
 文 部 科 学 大 臣 殿 
 
       
         住所 ○○県○○市○○○○ 
          学校法人 ○○○○ 
        代表清算人 ○○○○  
 
 

学 校 法 人 解 散 及 び 清 算 人 登 記 完 了 届 
 
 
 令和 年 月 日付けで認可された学校法人○○○○の解散について，私立学校法第

28 条の規定により学校法人解散及び清算人登記が完了したので，私立学校法施行規則

第 13 条第２項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 
 
 

記 
 
 
 １．登記事項 
   （例 学校法人○○○○の解散及び清算人就任の登記） 
 ２．登記年月日 
   令和○○年○○月○○日 
 ３．添付書類 
   ・登記事項証明書（登記簿謄本） 
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７ 解散認可（認定）後の清算手続について 

 

     学校法人解散後は，私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）の規定に基づき，清算手続が必  

要になります。 

   解散認可（認定）後の手続きについては，次のとおりです。 

 

 解散の認可（認定） 

           ↓ 

 解散登記 （私立学校法第 28 条） 

           ↓ 

 解散登記完了の届出 （私立学校法施行規則第 13 条第２項） 

           ↓ 

 解散公告［２月以内，３回以上］ （私立学校法第 50 条の９） 

       ↓ 

 清算手続き［清算諸費用の決算，残余財産の引き渡し］ 

           ↓ 

 清算結了の登記 （組合等登記令第 10 条） 

           ↓ 

 清算結了の届出［結了の日から２週間以内］ （私立学校法第 50 条の 14） 

 

 

 （参考） 

○ 私立学校法（抄） 
  （登記） 
 第 28 条  学校法人は，政令の定めるところにより，登記しなければならない。 
  ２ 前項の規定により登記しなければならない事項は，登記の後でなければ，これをもつて第三者に対抗 

   できない。 
 
  （債権の申出の催告等）  
 第 50 条の９ 清算人は，その就職の日から２月以内に，少なくとも３回の公告をもつて，債権者に対し，一

定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において，その期間は，２

月を下ることができない。  
 
  （清算結了の届出） 
 第 50 条の 14 清算が結了したときは，清算人は，その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
 
○ 私立学校法施行規則（抄） 
  （登記の届出等） 
 第 13 条第２項 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は，組合等登記令（昭和 39 年政令第 29 号）の規定に

より登記をしたときは，遅滞なく，登記事項証明書を添えて，その旨を文部科学大臣に届け出ることを要す

る。 
 
○ 組合等登記令（抄） 
  （清算結了の登記） 

 第 10 条 組合等の清算が結了したときは，清算結了の日から二週間以内に，その主たる事務所の所在地にお

いて，清算結了の登記をしなければならない。  
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   なお，清算結了の届出に係る書類については，以下の作成例を参考に作成してください。 

  提出時期等については，私学部私学行政課法人係に相談してください。 

  （作成例） 

 

［ 文 書 番 号 ］ 
令和○○年○○月○○日 

 
 
  文部科学大臣 殿 
 
                        住所 ○○県○○市○○○○ 
          学校法人 ○○○○ 
        代表清算人 ○○○○  
 
 

清算結了の届出 
 
 
 このたび，学校法人○○学園の清算を結了しましたので，私立学校法第 50 条の 14 の規定に

より，清算事務報告書を添えて届け出ます。 
 
 
 添付書類 

１．清算事務の経過 
２．収支報告書 
３．残余財産についての寄付先の受領書の写し 
４．解散公告掲載官報の写し（３回分） 
５．支払いを証する書類 
６．清算結了の承認に係る清算人会議議事録の写し 
７．清算結了の登記簿 

 

 

 

資料１ 
 

清算事務の経過 
 

１． 設置者名 学校法人○○学園 
 
２． 設置者の住所 ○○県○○市○○町○○番地 
 
３． 設置校  ○○大学○○学部○○学科 
                  
４． 解散申請の時期 
    令和○○年○○月○○日 

 

５． 解散認可の時期 

      令和○○年○○月○○日 

 

６． 解散認可書受領の時期 

      令和○○年○○月○○日 
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７． 解散及び清算人登記の時期 
       令和○○年○○月○○日 

 
８． 官報公告掲載の時期 
    第１回 令和○○年○○月○○日 
    第２回 令和○○年○○月○○日 
    第３回 令和○○年○○月○○日 
 
９． 卒業生及び出身学生への周知 

（１） 卒業生への周知方法 
   （卒業生への周知方法，周知時期について，具体的に記入） 
 

（２） 出身学生への周知方法 
   （出身学生への周知方法，周知時期について，具体的に記入） 
 
１０．学籍関係書類の引継ぎ 
   （学生関係書類の引継ぎ先，引き継ぎ時期について，具体的に記入） 
 
１１．残余財産の確定の時期 
    令和○○年○月○日に最終決算を実施し，残余財産について確定した。令和○○年 

   ○月○日開催の清算人会議において，確定残余財産について承認を得た。 
 
１２．残余財産の処分について 
    令和○○年○月開催の理事会において議決された残余財産の配分比率によって下記 

   のとおり処分した。 
 
  （１）○○学園 
     令和○○年○○月○○日 土地登記 
     令和○○年○○月○○日 現金預金振込（○○○円） 
  
  （２）○○学院 
     令和○○年○○月○○日 土地登記 
     令和○○年○○月○○日 現金預金振込（○○○円） 
 
１３．清算結了の報告，承認の時期 
    令和○○年○月○日清算人会議を開催し，清算結了について報告，承認を得た。 
 
１４．清算結了登記の時期 
    令和○○年○○月○○日 
 
１５．清算結了届出の時期 
    令和○○年○○月○○日 

 

 

     ※「清算事務の経過」以外の書類についても適正に事務が行われたことを証する書類を適宜添付

してください。 
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 ８．６月末追加書類の作成について 

 

 

 ①私立大学又は私立高等専門学校を設置する場合，②私立大学に新たに学部若しくは学科，大学

院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校に新たに学科を設置する場合等に係る寄附行為

（変更）認可申請書類については，開設年度の前年度の６月末に追加書類を提出してください。 

 ６月末の追加書類提出時には，10 月末又は３月末に提出した申請書に６月末追加書類の追加及び

差し替え（審査意見への対応や時点更新による変更が生じた箇所の朱書き修正及び当該箇所の差し

替え）の作業をしていただきます。 

 また，追加書類は，以下の点に留意し作成してください。 

 

 

１ 提出先 

 

私学部私学行政課法人係 

 

 

２ 正本の作成について 

 

正本については，10 月末又は３月末に提出した申請書に，６月末追加書類を追加して作成してく

ださい。なお，提出に際しては，「○ 一般的注意事項について」の「３ 申請書類等の提出」を参

照の上，提出をお願いします。 
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３ 申請書類について 

 

次の(1)～(6)の書類を申請区分ごとの別表６～８を御参照の上，提出してください。 

［別表６］６月末申請（設置者変更を除く） 

申請書（様式第１号） 申請書（様式第１号） ○ 既に提出いただいている書類の写し

６月末鑑文 追加書類提出書（様式任意） ○

変更理由一覧 変更理由一覧 □

新旧対照表 新旧対照表 □

見え消し訂正 10月末又は３月末に提出した書類を見え消し（朱書き）修正したもの □

寄附行為 寄附行為　※学校法人の設立の場合のみ □

設立趣意書 設立趣意書（様式任意）　※学校法人の設立の場合のみ □

設立決議録 設立決議録　※学校法人の設立の場合のみ □

変更条項及び事由 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 ※寄附行為変更、組織変更の場合 □

※会議ごとにしおりを付す 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 ※寄附行為変更、組織変更の場合 □

現行の寄附行為 現行の寄附行為　※寄附行為変更、組織変更の場合 □

理由書 理由書　※組織変更の場合のみ □

様式第２－１号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－１号） ○

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表） ※寄附行為変更、組織変更の場合 ○

設立代表者の履歴書 設立代表者の履歴書（様式任意）　※学校法人の設立の場合のみ □

様式第３号 役員に関する書類（様式第３号）　※学校法人の設立、組織変更の場合 □

様式第９号
役員が学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有することを証する書類（様
式第９号） ※学校法人の設立の場合のみ

□

03-1_設置の趣旨（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（本文） ○

03-2_設置の趣旨（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「Ⅰ 設置の趣旨及び必要性」…

設置の趣旨等を記載した書類（資料） □

04-1_学生確保（本文）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（本文） ○

04-2_学生確保（資料）
※小見出し、資料ごとにしおりを付す
　例：「(1)新設学部を設置する…」…

学生の確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類（資料） □

様式４号その１ 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） ○

様式４号その２ 設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） ○

様式４号その３ 転共用計画表（様式第４号その３） ○

様式４号その４ 設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４） ○

06_事務組織（様式第５号） － 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

様式６号その１ 財産目録（様式第６号その１） ○

公認会計士監査結果 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類 ○

様式６号その２ 財産目録総括表（様式第６号その２） ○

貸借対照表 貸借対照表　※寄附行為変更、組織変更の場合 ○

様式第７号その２ 収支予（決）算書（様式第７号その２）　※寄附行為変更、組織変更の場合 ○

寄附申込書 寄附申込書（様式任意） □

寄附の収納状況等 寄附の収納状況等を明らかにする書類（様式任意） □

登記所一覧
不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等（様式任意）※学校法人の
設立、組織変更の場合

□

価格評価書
不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有するもの
の作成した価格評価書

□

様式第７号その１ 事業計画（様式第７号その１） ○

様式第７号その２ 収支予（決）算書（様式第７号その２） ○

様式10号その１ 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） ○

様式10号その２ 事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） ○

様式10号その３ 学生納付金内訳表（様式第１０号その３） ○

様式10号その４ 専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） ○

12_負債償還計画書（様式第８号） － 負債がある場合又は借り入れを予定する場合には、その償還計画書（様式第８号） □

校地図面 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 ○

校舎配置図 校舎その他の建物の配置図 ○

校舎平面図 校舎の平面図 ○

14_その他（パンフレット等） － その他（パンフレット等） ○

15_事務担当者連絡票 － 事務担当者連絡票 ○
10月末又は３月末に提出した申請書類
※６月末の修正は黒字で反映

備考要否

09_価格評価書

00_申請書（６月末）

05_経費の見積り及び資金計画を記載し
た書類（様式第４号）

07_財産状況等（様式第６号及び様式第
７号その２）
※学校法人の設立の場合は、「様式第７
号その２」の文言を削除ください。

６月末に新たに提出する書類

08_寄附申込書等

10_事業計画及びこれに伴う予算書（様
式第７号）

11_予算書の内容を補足する書類（様式
第10号）

13_校地校舎等図面

10月末又は３月末に提出した申請書類
※６月末の修正は黒字で反映

01_寄附行為変更の条項及び事由

６月末に新たに提出する書類

01_寄附行為

02_基本計画及び概要（様式第２－１号）

提出書類名電子ファイルのしおり名称電子ファイル名称

 
※「要否」の欄   

 「○」＝提出が必要（写しも含む） 「□」＝該当する場合のみ提出が必要 

※ページ番号の付し方 
 上記「電子ファイル名称」ごとに、「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のペ
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ージ番号と PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。   
※電子ファイル名称   
 電子ファイルの名称は、次のとおり、法人名、提出時期、各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだ
ものとしてください。   
 （例） 文科学園、３月申請、02_基本計画及び概要（様式第２－１号）の場合 
     文科学園_2303_02_基本計画及び概要（様式第２－１号） 
 電子ファイル名称の番号「01」～「15」は、繰り上げしないでください。 
※添付資料 

次の添付書類がある場合は、各様式の後に添付し、添付書類ごとにしおりを付してください。（例：契
約 1、契約 2･･･） 
 ・様式第 2-1 号添付資料（校地・校舎が借用の場合：使用保証が確認できる書類（賃貸借契約書等）、

使用しない借用校地校舎がある場合：使用しない旨の書類と図面） 
・様式第 4 号その 1 添付資料（校地・施設に無償譲渡や貸与がある場合：使用期間が分かる書類（賃貸

借契約書等）） 
 ・様式第 4 号その 2 添付資料（契約書、領収書、見積書等） 

・様式第 4 号その 4 添付資料（資産売却収入を財源とする場合：売買契約書等、補助金収入を財源とす
る場合：国又は当該地方公共団体等の議会の議決書等） 

 ・その他必要に応じて添付するもの 
 
 

［別表７］６月末申請（設置者変更（設置者となる者）） 

 

   

 

 

 

申請書（様式第１号） 申請書（様式第１号） ○ 既に提出いただいている書類の写し

６月末鑑文 追加書類提出書（様式任意） ○

変更理由一覧 変更理由一覧 □

新旧対照表 新旧対照表 □

見え消し訂正 10月末又は３月末に提出した書類を見え消し（朱書き）修正したもの □

変更条項及び事由 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 ○

※会議ごとにしおりを付す 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 ○

現行の寄附行為 現行の寄附行為 ○

様式第２－１号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－１号） ○

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表） ○

締結した契約書、協定書等 締結した契約書、協定書 ○

変更の趣旨 設置者変更の趣旨を記載した書類 ○

03_事務組織（様式第５号） － 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号） ○

様式６号その１ 財産目録（様式第６号その１） ○

公認会計士監査結果 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類 ○

様式６号その２ 財産目録総括表（様式第６号その２） ○

貸借対照表 貸借対照表 ○

様式第７号その２ 収支予（決）算書（様式第７号その２） ○

05_価格評価書 価格評価書
不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有するもの
の作成した価格評価書

□

様式第７号その１ 事業計画（様式第７号その１） ○

様式第７号その２ 収支予（決）算書（様式第７号その２） ○

様式10号その１ 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） ○

様式10号その２ 事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） ○

様式10号その３ 学生納付金内訳表（様式第１０号その３） ○

様式10号その４ 専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） ○

08_負債償還計画書（様式第８号） － 負債がある場合又は借り入れを予定する場合には、その償還計画書（様式第８号） □

校地図面 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 ○

校舎配置図 校舎その他の建物の配置図 ○

校舎平面図 校舎の平面図 ○

10_その他（パンフレット等） － その他（パンフレット等） ○

11_事務担当者連絡票 － 事務担当者連絡票 ○
10月末又は３月末に提出した申請書類
※６月末の修正は黒字で反映

備考電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 提出書類名 要否

00_申請書（６月末）

６月末に新たに提出する書類

10月末又は３月末に提出した申請書類
※６月末の修正は黒字で反映

01_寄附行為変更の条項及び事由

02_基本計画及び概要（様式第２－１号）

04_財産状況等（様式第６号及び様式第
７号その２）

６月末に新たに提出する書類

06_事業計画及びこれに伴う予算書（様
式第７号）

07_予算書の内容を補足する書類（様式
第10号）

09_校地校舎等図面
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［別表８］６月末申請（設置者変更（設置者でなくなる者）） 

申請書（様式第１号） 申請書（様式第１号） 既に提出いただいている書類の写し

６月末鑑文 追加書類提出書（様式任意）

変更理由一覧 変更理由一覧

新旧対照表 新旧対照表

見え消し訂正 10月末又は３月末に提出した書類を見え消し（朱書き）修正したもの

変更条項及び事由 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類

手続を経たことを証する書類 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類

現行の寄附行為 現行の寄附行為

様式第２－２号 当該学校法人の概要を記載した書類（様式２－２号）

補足資料（組織移行表） 補足資料（組織移行表）

財産処分 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類

03_事務組織（様式第５号） － 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）

様式６号その１ 財産目録（様式第６号その１）

様式６号その２ 財産目録総括表（様式第６号その２）

様式第７号その１ 事業計画（様式第７号その１）

様式第７号その２ 収支予算書（様式第７号その２）

06_その他（パンフレット等） － その他（パンフレット等）

07_事務担当者連絡票 － 事務担当者連絡票
10月末又は３月末に提出した申請書類
※６月末の修正は黒字で反映

04_財産状況等（様式第６号）

６月末に新たに提出する書類

05_事業計画及びこれに伴う予算書（様
式第７号）

電子ファイル名称 電子ファイルのしおり名称 提出書類名 備考

00_申請書（６月末）

６月末に新たに提出する書類

01_寄附行為変更の条項及び事由

10月末又は３月末に提出した申請書類
※６月末の修正は黒字で反映

02_学校法人の概要（様式第２－２号）

 
※「要否」の欄 
 「○」＝提出が必要（写しも含む） 「□」＝該当する場合のみ提出が必要 
※ページ番号の付し方 
 上記「電子ファイル名称」ごとに、「１」から通しでページ番号を付してください。必ず書類本文のペ
ージ番号と PDF ファイルのページ番号が一致するように留意してください。 
※電子ファイル名称 
 電子ファイルの名称は、次のとおり、法人名、提出時期、各書類名を半角アンダーバー（_）でつないだ
ものとしてください。 
 （例） 文科学園、６月申請、02_基本計画及び概要（様式第２－２号）の場合 
     文科学園_2303_06_基本計画及び概要（様式第２－２号） 

電子ファイル名称の番号は、繰り上げしないでください。 

 

 

(1) 追加書類提出書 

     作成例を参考に作成してください。 

         （作成例） 

 

                                令和○○年６月３０日 

 

   文部科学大臣 殿 

 

                           住所 ○○県○○市○○○ 

                           学校法人○○○○ 

                理事長 ○○○○   

 

 □□□□の設置に係る学校法人○○○○の△△△△につい

て，私立学校法施行規則第４条の規定に基づき追加書類を提出

します。 
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  （注） 

   (ｱ) 申請者が設立準備財団の場合は，申請者を「○○財団法人○○大学設立準備財団」として

ください。 

      また，申請者が設立準備委員会の場合は，申請者を「○○大学設立準備委員会」としてく

ださい。 

      (ｲ) 設置区分（作成例中，□□□□の部分）については，次の記載例に従ってください。 

    （例） 大学新設の場合          →     ○○大学                 

        専門職大学新設の場合      →   ○○専門職大学      

        短期大学新設の場合        →     ○○短期大学             

        専門職短期大学新設の場合    →   ○○専門職短期大学    

        大学院大学新設の場合       →     ○○大学院大学           

        高等専門学校新設の場合      →     ○○高等専門学校         

            学部増設の場合          →     ○○大学○○学部         

            短期大学の学科増設の場合     →     ○○短期大学○○学科     

            大学の学部の学科増設の場合    →     ○○大学○○学部○○学科 

            大学院新設の場合         →     ○○大学大学院           

            大学院の研究科増設の場合     →     ○○大学大学院○○研究科 

   (ｳ) 申請区分（作成例中，△△△△の部分）については，次の記載例に従ってください。 

   （例） 大学等の設置に係る学校法人の寄附行為の認可申請   → 寄附行為認可申請 

       大学等の設置に係る学校法人の寄附行為変更の認可申請 → 寄附行為変更認可申請 

       大学等の設置に係る学校法人の組織変更の認可申請   → 組織変更認可申請 

 （ｴ） 学校法人の設立については２条，設置者変更については４条の２，組織変更については

９条と記載してください。 

   

  (2) 変更理由一覧 

      10 月末又は３月末に提出した申請書類に，審査意見への対応，時点更新又は別の認可・届

出事由により変更が生じた場合は，作成例を参考に作成してください。様式第４号の変更は，

審査意見への対応及び決算確定に伴う帳簿価額等の修正以外，原則認められませんので御留意

ください。 

 

   （作成例） 

変 更 理 由 一 覧 

 

項    目 

 

変  更  理  由 

 

寄附行為記載事項 
  学部学科名 
  
設置に係る基本計画及び当該学校法人の 

概要を記載した書類（様式第２－１号） 
 (1) 新設校の内容  
      学部学科名 

 
 大学設置分科会伝達意見を踏まえ，△△より 
□□に変更。 
  
  大学設置分科会伝達意見を踏まえ，△△より 
□□に変更。 
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  (2) 役員の氏名等 
      評議員 
 
設置経費の算出基礎表（様式４号その２） 
 校舎○号館 
 
転共用計画表（様式４号その３） 
 校舎○号館 
 
設置経費及び経常経費の財源の調達方法を

記載した書類（様式４号その４） 

 

 任期満了に伴う変更。 
 
 
 契約により面積及び金額が確定したため。 
 
 令和○年度決算確定に伴う変更。 
 
 
 令和○年度決算確定に伴う変更。 
 

 

  (3) 新旧対照表 

      ➀新設大学等の名称について変更を行う場合，②設置する学校に変更（設置・廃止）があ

った場合には，作成例を参考に新旧対照表を作成してください。 

   また，寄附行為の変更について議決を行った「寄附行為所定の手続を経たことを証する書

類（理事会の議事録等）」も添付してください。 

     大学等の設置に伴う寄附行為変更の認可とは別の認可・届出事由（例えば，収益事業の開

始又は廃止や事務所の所在地の変更。上記②の設置する学校の変更を除く。）により，寄附

行為の変更を行った場合は，新旧対照表を作成せず変更理由一覧にその旨を記載してくださ

い。 

 

    ➀ 新設大学等の名称について変更を行う場合 

    （作成例） ○○大学○○学部△△学科の名称を□□学科に変更した場合 

新 旧 対 照 表 

追加書類提出時(令和○○年６月) 申請時(令和○○年○月) 現    行 

 

第４条 この法人は，前条の目的 

を達成するため，次に掲げる学 校

を設置する。 

 (1) ○○大学○○学部○○学科 

              □□学科 

 (2) ○○短期大学○○学科 

 (3) ○○中学校 

 
   附 則 
   この寄附行為は，文部科学大 

 臣の認可の日（令和 年 月  
 日）から施行する。 

 

 

第４条 この法人は，前条の目的 

を達成するため，次に掲げる学 校

を設置する。             

 (1) ○○大学○○学部○○学科 

              △△学科 

 (2) ○○短期大学○○学科 

 (3) ○○中学校 

                          

   附 則 

   この寄附行為は，文部科学大 

 臣の認可の日（令和 年 月  

日）から施行する。 

 

 

第４条 この法人は，前条の目的 

を達成するため，次に掲げる学 校

を設置する。            

  (1) ○○大学○○学部○○学科 

 (2) ○○短期大学○○学科 

 (3) ○○中学校 
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    ② 設置している学校に変更があった場合 
  

    （作成例１） 

    ・○○大学○○学部に●●学科を設置することに係る寄附行為変更認可申請中に，新たに△△ 

 学部△△学科を設置し，寄附行為変更の届出を行った場合。 

新 旧 対 照 表 

 

新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧 

 

追加書類提出時 
（提出日：令和○○年６月○日） 

 

現  行 

 

 

申 請 時 
（提出日：令和○○年○月○日） 

 

現  行 

 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 
  (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
         ●●学科 
       △△学部 
         △△学科 
 
   (2) ○○高等学校 
 

    附  則 

    この寄附行為は，文 

  部科学大臣認可の日（ 

  令和 年 月 日）か 

  ら施行する。 

 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 
  (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
        △△学部 
         △△学科 
 
 
   (2) ○○高等学校 
 

  

 

 

 

 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 
  (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
         ●●学科 
       
  
  
   (2) ○○高等学校 
 

    附  則 

    この寄附行為は，文 

  部科学大臣認可の日（ 

  令和 年 月 日）か 

  ら施行する。 

 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 
  (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
     
 
 
 
   (2) ○○高等学校 
 

  

 

 

 

 

    （作成例２） 

    ・○○大学○○学部に●●学科を設置することに係る寄附行為変更認可申請中に，○○短期大 

    学の廃止に係る寄附行為変更の認可があった場合。 

新 旧 対 照 表 

 

新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧 

 

追加書類提出時 
（提出日：令和○○年６月○日） 

 

現  行 

 

 

申 請 時 
（提出日：令和○○年○月○日） 

 

現  行 

 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
 

 

  （設置する学校） 
 第４条 この法人は，前 
  条に規定する目的を達 
  成するため，次に掲げ 
  る学校を設置する。 
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  (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
         ●●学科 
 
 
 
 
  (2) ○○高等学校 
 
    附  則 
    この寄附行為は，文 
   部科学大臣認可の日（ 
  令和 年 月 日）か 
  ら施行する。 

 

 
 
(1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
         
 
 
 
 
   (2) ○○高等学校 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
         ●●学科 
 
   (2) ○○短期大学 
       ○○学科 
 
   (3) ○○高等学校 
 
    附  則 
    この寄附行為は，文 
  部科学大臣認可の日（ 
  令和 年 月 日）か 
  ら施行する。 

 

 
 
 (1) ○○大学 
       ○○学部 
         ○○学科 
     
 
   (2) ○○短期大学 
       ○○学科 
 
   (3) ○○高等学校 
 
  

 

 

 

  (4) 10 月末又は３月末に提出した書類を見え消し（朱書き）修正したもの 

     次に掲げる書類について変更が生じた場合には，既に提出した書類を見え消し（朱書き）修

正した書類を作成してください（当該書類以外は見え消し修正した書類の提出は不要です）。 

    (ｱ) 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－１号） 

※ 様式第２－１号添付の「大学の設置の趣旨等を記載した書類」及び「学生の確保

の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」の見え消し修正した書類の提出

は不要です。 

      (ｲ) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号） 

① 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） 

②  設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） 

③  転共用計画表（様式第４号その３） 

④  設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４）  

 

 

（注）見え消し（朱書き）修正の方法について 

   （例）          ５６７        取り消し線の部分と修正後の数字等を朱書きと 

                  １，２３４       してください。 

 

 

  (5)  ６月末追加書類 

 前ページに示しているとおり，10 月末又は３月末に提出した申請書類に６月末追加書類を

追加した上で，全ての申請書類を提出してください。 

 また，審査意見への対応等により，10 月末又は３月末に提出した書類に変更が生じた場合

は，(4)により作成した見え消し修正した書類を黒字で反映をした書類に差し替えてください。

また，設置経費のうち，見積りから契約に移行したもの又は支払いが生じたものについては，

契約書や領収書等に差し替えてください。 

     この他，「寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類」及び「新旧の比較対照表」に修正
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がある場合は，正本の差し替えの他，副本の差し替えも必要であるため，差替え後の副本も

提出してください。 
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 ９ 標準設置経費額の算出方法について 

 

 

 大学等の設置に伴う校舎及び機械，器具等の整備に要する経費は，「学校法人の寄附行為及び

寄附行為の変更の認可に関する審査基準（平成 19 年文部科学省告示第 41 号）」（以下「審査基

準」という。）により，標準設置経費額以上の額を計上している必要があります。 

 この標準設置経費額とは，設置基準上の最低基準をベースに算定されており，大学等の設置に

係る標準的な経費ではなく，最低限度の経費であることに御留意ください。 

 また，例年，10 月初旬までに，工事単価や消費者物価の状況，人事院勧告を踏まえて標準設置

経費及び標準経常経費の見直しをしています。８月下旬に審査基準の一部を改正する告示案につ

いて，パブリックコメントを実施しますので，御確認いただいた上で，御準備ください。 

 

 

標準設置経費額の算出方法について 

 

  標準設置経費額の算出については，審査基準別表第１を参照してください。 

  審査基準別表第１に定められた収容定員以外の収容定員に係る標準設置経費額の算出方法 

については，「校舎の整備に要する経費」と「設備の整備に要する経費」において，それぞれ 

異なりますので御注意ください。 

  また，標準設置経費額については，大学及び専門職大学の場合は学部，短期大学及び専門職

短期大学の場合は学科ごとに算出しますが，学部設置で分野の異なる複数の学科を設置する場

合には，各学科単位で算出し，合算します。 

   

 

標準設置経費額の該当分野について 

 

  設置する学部・学科等の標準設置経費額の該当分野については，次の例を参考に分類して 

ください。 

 

  １ 人文科学関係又は社会科学関係  
 

       文学関係，社会学・社会福祉学関係，法学・政治学関係，経済学関係 

 

  ２ 自然科学関係  
         
     理学関係，薬学関係，工学関係，農学関係，獣医学関係 

 

  ３ その他  
 

       教育学・保育学関係，保健衛生学・看護学・医療技術関係，家政学関係，美術関係， 

  音楽関係，体育学関係 

 

  ４ 医学関係  
 

       医学関係 

 

  ５ 歯学関係  
 

       歯学関係 

 

  ６ 複合的な分野 

    情報関係（「その他」の標準設置経費を適用） 
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標準設置経費額（審査基準別表第１） 

 

 （１）大学 

     収容定員 ８００人未満（医・歯 ７２０人未満）                   （単位：百万円） 

 

     学部の種類 

 区分 

 

 

人文科学関係

又は社会科学

関係 

 

自然科学関係

（医学関係及び歯学関係

を除く） 

 

そ の 他 

 

 

 

医学関係（う

ち 附 属 病 院

分） 

 

歯学関係（う

ち 附 属 病 院

分） 

 

校舎の整備に

要する経費 

 

688 

           

 

1,404 

      

 

931 

 
 

 

    17,195 

   (13,728） 

 

    4,889 

   (2,562)   

 

設備の整備に

要する経費 

 

 38
 

 

 

  758
 

              

 

149
 

 

 

    7,229 

  （5,383） 

 

    1,909 

   （698）   

 

合 計 

 

 

726 

 

 

2,162 

 

 

1,080 

 
 

 

   24,424 

 （19,111) 

 

    6,798 

  （3,260）  

 

     収容定員 ８００人以上（医・歯 ７２０人以上）                 （単位：百万円） 

 

     学部の種類 

 区分 

 

 

人文科学関係

又は社会科学

関係 

 

自然科学関係

（医学関係及び歯学関係

を除く） 

 

そ の 他 

 

 

 

医学関係（う

ち 附 属 病 院

分） 

 

歯学関係（う

ち 附 属 病 院

分） 

 

校舎の整備に

要する経費 

 

1,032 

 

 

1,883 

 

 

1,359 

 

 

   19,919 

 （15,494） 

 

    5,364 

   (2,649） 

 

設備の整備に

要する経費 

 

 74 

 

 

1,515 

 

 

  295 

    

 

    9,686 

  （6,922） 

 

    2,593 

   （698） 

 

合 計 

 

 

1,106 

              

 

3,398 

 

 

1,654 

 

 

   29,605 

 （22,416） 

 

    7,957 

  （3,347） 

 

 （２）短期大学 

     収容定員 １５０人以下             （単位：百万円） 

 

       学科の種類 

 区分 

 

 

人文科学関係

又は社会科学

関係 

 

自然科学関係 

 

 

 

そ の 他 

 

 

 

校舎の整備に

要する経費 

 

334 

 

 

450 

 

 

368 

 

 

設備の整備に

要する経費 

 

 11 

 

 

228 

 

 

 45 

 

 

合 計 

 

 

345 

 

 

678 

 

 

413 
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    収容定員 １５０人超               （単位：百万円） 

 

     学科の種類 

 区分 

 

 

人文科学関係

又は社会科学

関係 

 

自然科学関係 

 

 

 

そ の 他 

 

 

 

校舎の整備に

要する経費 

 

395 

 

 

561 

 

 

444 

 

 

設備の整備に

要する経費 

 

 23 

 

 

456 

 

 

89 

 

 

合 計 

 

 

418 

 

 

1,017 

 

 

533 

 

 （３）高等専門学校 

     収容定員 ２００人（単位：百万円）     収容定員 ４００人（単位：百万円） 

 

       学科の種類 

 区分 

 

学科共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     学科の種類 

 区分 

 

学科共通 

 

 

校舎の整備に

要する経費 

 

688 

 

 

校舎の整備に

要する経費 

 

893 

 

 

設備の整備に

要する経費 

 

282
 

 

 

設備の整備に

要する経費 

 

562 

 

 

合 計 

 

 

970 

 

 

合 計 

 

 

1,455 

 

 

 （注）（１） 標準設置経費額は，施設の整備に要する経費の額と設備の整備に要する経費の 

      額とを合計して得た額とする。この場合において，各経費の区分ごとに，それぞ 

            れこの表に定める額以上であることを要する。 

    （２） 校舎の整備に要する経費には，建築工事費のほか，給排水，衛生ガス，冷暖房，

電気通信その他の建築附帯工事費を含む。 

    （３） 設備の整備に要する経費には，図書等の整備に要する経費を含まない。 
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「校舎の整備に要する経費（校舎（基準内））」の標準設置経費額の算出について 

 

   

審査基準別表第１に定められた収容定員以外の収容定員に係る標準設置経費額は，以降の 

表を参照し，校舎の基準面積の割合により算出してください。 

  なお，学部の学科設置の場合は，学部全体で標準設置経費額を算出した後，学部全体に占 

める新設学科の収容定員の割合で按分してください。 

 

 

   新設校等の収容定員に対する基準校舎面積    （Ａ） 
× 標準設置経費額 （Ｃ）

 

 大学（短期大学）設置基準で定める基準校舎面積（Ｂ） 

      

 
＝ 収容定員に対する標準設置経費

     

 

（Ａ）大学設置基準及び短期大学設置基準で定める収容定員に対する基準校舎面積  

  

（Ｂ）【大  学】 

   ・収容定員 801 人未満の場合・・・大学設置基準で定める収容定員 400 人の基準校舎面積  

   ・収容定員 801 人以上の場合・・・大学設置基準で定める収容定員 800 人の基準校舎面積 

   【短期大学】 

   ・収容定員 151 人未満の場合・・・短期大学設置基準で定める収容定員 100 人の基準校舎面積 

   ・収容定員 151 人以上の場合・・・短期大学設置基準で定める収容定員 200 人の基準校舎面積 

（Ｃ）【大  学】 

   ・収容定員 801 人未満の場合・・審査基準別表第１で定める収容定員 400 人の標準設置経費額 

   ・収容定員 801 人以上の場合・・審査基準別表第１で定める収容定員 800 人の標準設置経費額 

   【短期大学】 

   ・収容定員 151 人未満の場合・・審査基準別表第１で定める収容定員 100 人の標準設置経費額 

   ・収容定員 151 人以上の場合・・審査基準別表第１で定める収容定員 200 人の標準設置経費額 

 

 （１）大学について      

 専門職学部以外の学部増設や学部の学科増設，収容定員が 201 人以上の専門職学部の設置に

ついては「① 小規模専門職学部以外の学部」の表を用いて算出し，収容定員が 200 人以下の専

門職学部を設置する場合は「② 小規模専門職学部（収容定員が 200 人以下）」の表を用いて算

出してください。 

 なお，既存の専門職学部以外の学部に専門職学科を設置する場合は，収容定員に関わらず「① 

小規模専門職学部以外の学部」で算出してください。 
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① 小規模専門職学部以外の学部

大学設置基準で定
める基準校舎面積

上段:400人の場合

下段:800人の場合

・・・・・（B）

200人 以下

201～400人

401～799人

801人 以上 4,958 1,032

200人 以下

201～400人

401～799人

801人 以上 7,768 1,883

200人 以下

201～400人

401～799人

801人 以上 6,280 1,359

大学設置基準で定
める基準校舎面積

（400人の場合）

・・・・・（B）

100人 以下

101～200人

100人 以下

101～200人

100人 以下

101～200人

そ
の
他

3,009
4,297 931

（収容定員－100）×  429÷100＋3,009

人
文
科
学

社
会
科
学

2,314
3,305 688

（収容定員－100）×  330÷100＋2,314

自
然
科
学

4,049
5,785 1,404

（収容定員－100）×  579÷100＋4,049

※収容定員が800人の場合の標準設置経費は，人文社会学関係は「1,032」，自然科学関係は「1,883」，その他は「1,359」

② 小規模専門職学部（収容定員が200人以下）

収容定員に対する標準設置経費額は（A）÷（B）×（C）で算出してください。

収容定員が201人以上の専門職学部は，「➀ 小規模専門職学部以外の学部」の表で算出してくだ

さい。

学部の
種類

収容定員

基準面積

 標準設置経費額
・・・（C）

新設校等の収容定員に対する
基準校舎面積・・・（A）

そ
の
他

3,438

4,297 931（収容定員－200）×  859÷200＋3,438

（収容定員－400）×1,983÷400＋4,297

（収容定員－800）×1,983÷400＋6,280

自
然
科
学
関
係

4,628

5,785 1,404（収容定員－200）×1,157÷200＋4,628

（収容定員－400）×1,983÷400＋5,785

（収容定員－800）×1,983÷400＋7,768

人
文
科
学
関
係
又
は

社
会
科
学
関
係

2,644

3,305 688（収容定員－200）×  661÷200＋2,644

（収容定員－400）×1,653÷400＋3,305

（収容定員－800）×1,322÷400＋4,958

　 収容定員に対する標準設置経費額は（A）÷（B）×（C）で算出してください。

学部の
種類

収容定員

基準面積

 標準設置経費額
・・・（C）

新設校等の収容定員に対する
基準校舎面積・・・（A）
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（２）短期大学について

新設校等の収容定
員に対する基準校
舎面積・・・(A)

 短期大学設置基準で
 定める基準校舎面積
      上段:100人までの場合

      下段:200人までの場合

 ・・・・・（B）

 50人 以下 1,500 314

 51～100人 1,600 334

101～150人 1,700 355

151～200人 1,900 395

201～250人 2,100 437

251～300人 2,350 489

301～350人 2,600 541

351～400人 2,850 593

401～450人 3,050 635

451～500人 3,250 676

501～550人 3,450 718

551～600人 3,650 759

 50人 以下 1,850 417

 51～100人 2,000 450

101～150人 2,150 484

151～200人 2,400 561

201～250人 2,750 643

251～300人 3,200 748

301～350人 3,650 854

351～400人 4,150 971

401～450人 4,600 1076

451～500人 5,050 1181

501～550人 5,500 1286

551～600人 6,000 1403

 50人 以下 1,550 336

 51～100人 1,700 368

101～150人 1,850 401

151～200人 2,050 444

201～250人 2,250 488

251～300人 2,500 542

301～350人 2,750 596

351～400人 3,000 650

401～450人 3,250 704

451～500人 3,500 759

501～550人 3,750 813

551～600人 4,000 867

人
文
科
学
関
係
又
は
社
会
科
学
関
係

1,600 334

1,900 395

そ
の
他

1,700 368

2,050 444

自
然
科
学
関
係

2,000 450

2,400 561

（A）÷（B）
×（C）

　 収容定員に対する標準設置経費は（A）÷（B）×（C）で算出してください。

学科の
種類

収容定員

基準面積

  標準設置経費額
　・・・（C）
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※ 以下の例は基本的な校舎の標準設置経費額の算出方法ですので，算出の参考としてくだ

さい。

（例１） 大学に文学部（学部の種類：人文科学関係又は社会科学関係）（収容定員９００

人）を設置する場合の校舎の標準設置経費額の算出方法

〔施設の整備に要する経費（校舎（基準内））〕

「（１）大学について」の表，(学部の種類：人文科学関係又は社会科学関係，収容定員

：801人以上）の各欄の値を使用してください。

収容定員 ９００人 新設校等の収容定員に対する基準校舎面積

(９００－８００）×１，３２２÷４００＋４，９５８

×１，０３２＝１，１００．７９

４，９５８

収容定員８００名（分野：人文

収容定員８００名（分野：人文科学関係及び社 科学関係及び社会科学関係）の

会科学関係）の場合の基準校舎面積 場合の標準設置経費額

標準設置経費額：１，１０１百万円

（例２） 短期大学に機械工学科（学科の種類：自然科学関係）（収容定員２４０人）を設
置する場合の校舎の標準設置経費額の算出方法

〔施設の整備に要する経費（校舎（基準内））〕
「（２）短期大学について」の表，（学部の種類：自然科学関係，収容定員：201～250人）

の各欄の値を使用してください。

収容定員１５１名以上（分野：自然科学関係）

新設校等の収容定員に対する基準校舎面積 の場合の標準設置経費額

２,７５０
× ５６１ ＝ ６４２．８１

２,４００

収容定員１５１人以上（分野：自然科学関係）の場合の

基準校舎面積

標準設置経費額：６４３百万円

-102-



（例３） 大学に医学部（既設学部の収容定員１，０６０人）看護学科（学部の種類：
その他）（収容定員２４０人）を設置する場合の校舎の標準設置経費額の算出方法

※ 学部の収容定員は，新設学科を含めた完成年度の収容定員としてください。

〔施設の整備に要する経費（校舎（基準内））〕
「（１）大学について」の表，(学部の種類：その他，収容定員：801人以上)の各欄の値

を使用してください。 （注）収容定員201～399人の欄は使用しません。

学部全体の収容定員 １，３００人 新設校等の収容定員に対する基準校舎面積

（１,３００－８００）×１，９８３÷４００＋６,２８０
２４０

×１，３５９×
６,２８０ １，３００

＝ ３４９．９２

収容定員８００名（分野：その 収容定員８００名（分野：その 学科の収容定員を学部

他）の場合の基準校舎面積 他）の場合の標準設置経費額 の収容定員で按分する

標準設置経費額：３５０百万円

（例４） 大学に看護学科（学部の種類：その他）（収容定員２００人）と社会福祉学科（学
部の種類：人文科学関係又は社会科学関係）（収容定員１２０人）からなる福祉看
護学部（収容定員３２０人）：を設置する場合の校舎の標準設置経費額の算出方法

① 看護学科（学部の種類：その他）（収容定員２００人）

〔施設の整備に要する経費（校舎（基準内））〕
「（１）大学について」の表，(学部の種類：その他，収容定員：201～400人)の各欄の

値を使用してください。 （注）収容定員200人以下の表は使用しません。

学部全体の収容定員 ３２０人 新設校等の収容定員に対する基準校舎面積

（３２０－２００）×８５９÷２００＋３,４３８
２００

× ９３１ ×
４,２９７ ３２０

＝ ５３５．３４

収容定員４００人（分野：その 収容定員４００人（分野：そ 看護学科の収容定員を学部の

他）の場合の基準校舎面積 の他）の場合の標準設置経費額 収容定員で按分する
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② 社会福祉学科（学部の種類：人文科学関係又は社会科学関係）（収容定員１２０人）

〔施設の整備に要する経費（校舎（基準内））〕
「（１）大学について」の表，（学部の種類：人文科学関係又は社会科学関係，収容定

員：201～400人)の各欄の値を使用してください。 （注）収容定員200人以下の表は使
用しません。

学部全体の収容定員 ３２０人 新設校等の収容定員に対する基準校舎面積

（３２０－２００）×６６１÷２００＋２,６４４
１２０

× ６８８ ×
３,３０５ ３２０

＝ ２３７．３６

収容定員４００人（分野：人文科学関係 収容定員４００人（分野：人文科学関係 社会福祉学科の収容定員を学部

又は社会科学関係の場合の基準校舎面積 又は社会科学関係）の場合の標準設置経費額 の収容定員で按分する

看 護 学 科の標準設置経費額：５３６百万円

社会福祉学科の標準設置経費額：２３８百万円

※ 看護学科，社会福祉学科それぞれの学科で，標準設置経費額を上回る必要があります。

福祉看護学部の標準設置経費額：７７４百万円
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「設備の整備に要する経費（教具・校具・備品）」の標準設置経費額の算出について

審査基準別表第１に定められた収容定員以外の収容定員に係る「設備の整備に要する経費」

の標準設置経費額については，収容定員の割合により算出してください。

① 大学で，学部の収容定員が800人未満の場合は「収容定員400人の標準設置経費額」に

収容定員の比率を乗じて，収容定員が801人以上の場合は「収容定員800人の標準設置経

費額」に収容定員の比率を乗じて算出してください。なお，学部の学科設置の場合は，

学科の収容定員に乗じて算出してください。学部で算出し定員按分する必要はありません。

② 短期大学で，学科の収容定員が150人未満の場合は「収容定員100人の標準設置経費額」

に収容定員の比率を乗じて，収容定員150人以上の場合は「収容定員200人の標準設置経

費額」に収容定員の比率を乗じて算出してください。

※ 以下の例は基本的な設備の整備に要する経費の標準設置経費額の算出方法ですので，

算出の参考としてください。

（例５） 文学部（学部の種類：人文科学関係又は社会科学関係）収容定員９００人の場

合の設備の整備に要する経費の標準設置経費額の算出方法

〔教具等〕 収容定員 収容定員800人（分野：人文科学関係又は社会科学関係）の標準設置経費額

９００
× ７４ ＝ ８３．２

８００
標準設置経費額：８４百万円

（例６） 短期大学機械工学科（学科の種類：自然科学関係）収容定員２４０人の場合の

設備の整備に要する経費の標準設置経費額の算出方法

〔教具等〕 収容定員

２４０
× ４５６ ＝ ５４７．２

２００

収容定員200人（分野：自然科学関

係）の場合の標準設置経費額

標準設置経費額：５４８百万円
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（例７） 医学部（収容定員１，３００人）に看護学科（学部の種類：その他）（収容定員

２４０人）を設置する場合の設備の整備に要する経費の標準設置経費額の算出方法

〔教具等〕

学科の収容定員

２４０
× １４９ ＝ ８９．４

４００

収容定員400人（分野：その他）の

場合の標準設置経費額

標準設置経費額：９０百万円
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標準経常経費額の算出方法について

私立大学，私立短期大学，私立高等専門学校を設置する場合に伴う開設年度の経常経費額に

ついては，「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準（平成19年文部科

学省告示第41号）」（以下「審査基準」という。）に定める標準経常経費額を下回らないことが必

要です。この開設年度の経常経費額とは，学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に定

める事業活動支出（新設校分）の総額をいいます。

例年，10月初旬までに，工事単価や消費者物価の状況，人事院勧告を踏まえて標準設置経費

及び標準経常経費の見直しをしています。８月下旬に審査基準の一部を改正する告示案につい

て，パブリックコメントを実施していますので，御確認いただき御準備ください。

標準経常経費額（審査基準別表第２）

標準経常経費額の算出については，①人件費及び②人件費以外の経常経費について，それ

ぞれ，次の数式により得た金額の合計額としてください。

① 人件費 ＝ 教員数（人）×8,800（千円）＋職員数（人）×6,300（千円）

1 7
② 人件費以外の経常経費 ＝ 人件費 × （医学部にあっては ）

2 10

教員数について

教員数については，学校の種別に応じ，それぞれ，大学設置基準等の定める専任教員の数

としてください。なお，大学，修業年限が３年の短期大学及び高等専門学校の設置において

は，開設年度に複数学年の受入れを行う場合を除き，教員を年次計画により整備する場合は，

教員数に，修業年数が４年の大学及び高等専門学校にあっては専任教員の数を２分の１，修

業年数が６年の大学にあっては専任教員の数を３分の１，修業年限が３年の短期大学にあっ

ては専任教員の３分の２として算出することができます。

職員数について

職員数については，大学等または学部等の設置の態様及び種別に応じ，専任教員の数をも

とに算出してください。

大学の学部又は短期大学等の学科 算定方法

学部（医学又は歯学に関するものを除く） 教員数×4/5

医学に関する学部 教員数×3

歯学に関する学部 教員数×6/5

短期大学又は高等専門学校の学科 教員数×3/5
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※ 以下の例は基本的な標準経常経費額の算出方法ですので，算出の参考としてください。

（例） 大学新設（バイオサイエンス学部）

大学設置基準に定める専任教員の数（２９人）

開設年度における複数学年の受入れなし

教員を年次計画により整備

基幹教員の数を２分の１

１ ４
× ２９ × ８，８００＋ × ２９ × ６，３００

（１）人件費 ＝ ２ ５

設置基準に定める専任教員の数

学部（医学又は歯学に関するものを除く。）であ

るので，職員数は教員数の５分の４で算定

＝ １２７，６００＋ １４６，１６０

＝ ２７３，７６０ 千円

１
（２）人件費以外の経常経費額 ＝ 人件費 ×

２

１
＝ ２７３，７６０ ×

２

＝ １３６，８８０ 千円

（１） ＋ （２） ＝ ４１０，６４０ 千円

標準経常経費額 ４１１ 百万円
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 10．審査参考資料の提出について 

 

 

 大学等の設置等（設置者変更を含む）に係る寄附行為（変更）認可の申請者に対して，審査の参

考とする資料の作成を依頼しております。文部科学省ウェブサイトで公表している「審査参考資料

様式（Excel）」及び「記入上の注意」を参照の上，申請書提出時に併せて御提出くださるようお願

いします。 

10 月申請においては 11 月，４月，６月に提出，３月申請においては４月，６月に提出していた

だきます。審査参考資料は，申請書の内容と整合する必要があり，２回目以降の提出（10 月申請に

おける４月，６月の提出，３月申請における６月の提出）の際は，修正箇所は朱書きにより，変更

箇所が分かるように記載してください。 

 

○審査参考資料（一つの PDF で提出，ファイル名は「【法人名】審査参考資料（○月）」とする。） 

① 申請書類に添付した寄附行為変更の条項及び事由 

② 申請書類に添付した現行の寄附行為 

③ 申請書類に添付した様式２-１号（設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類） 

④ 申請書類に添付した様式４号（経費の見積もり及び資金計画を記載した書類） 

⑤ 申請時に確定している年度決算における財産の状況 

1 学校法人の概要 

2 理事長，理事及び監事の他の学校法人における兼任・競業の状況，利益相反取引の状況 

3 役員等に関する参考情報 

4 管理運営の状況 

5 諸規程の整備状況 

6 学校法人の組織機構等 

7 現在係争中の訴訟の概要 

8 理事会・評議員会の開催状況 

9 監事の職務執行状況 

10 非常勤理事に対する学校法人の運営状況についての情報提供の状況  

11 監事に対する学校法人の業務状況等についての報告状況 

12 令和元年度から令和３年度までの貸借対照表，資金収支計算書及び事業活動収支計算書 

13 公認会計士又は監査法人の監査状況 

14 監事による監査報告書（私立学校法第 37 条第３項第３号） 

15 申請時に確定している年度の事業報告書（私立学校法第 47 条） 

16 申請時に確定している年度とその前年度の事業計画（私立学校法第 45 条の２第１項） 

17 事業に関する中期的な計画（私立学校法第 45 条の２第２項） 

18 収益事業の状況 

19 学校法人に関係する会社の状況 

20 申請時に確定している年度の入学者に係る寄附金・学校債の募集状況 

21 学校法人の管理運営等に係る附帯事項等 

22 財務比率表 

23 大幅な定員未充足が生じた場合の対応方針（リスクシナリオ） 

 

 

○審査参考資料総括表（Excel で提出，ファイル名は「【法人名】審査参考資料総括表（○月）」

とする。修正箇所は朱書き等しない。） 

 

※一法人で複数申請する場合，上記書類はそれぞれ一法人に対して一つのファイルを作成してくだ

さい。その際，申請書類の様式第２－１号や第４号は全て添付してください。 
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「23 大幅な定員未充足が生じた場合の対応方針（リスクシナリオ）」の作成方法 

 

 

 

 

 

 

 上記審査基準から、新設組織の開設年度翌年度から完成年度までの各年度における経常経費の財

源は、原則として借入金を充てるものではないことを規定しています。つまり、経常経費の財源と

しては、学生納付金収入が占める割合が大きく、定員充足状況や学生が確保できるかという観点は、

学校法人の財務に大きく影響するものとなります。 

 学校法人において、新たに組織を設置する場合は特に、設置校において大幅な定員未充足が生じ

た場合の財務のシミュレーションをすることが非常に重要であり、複数の対応策の洗い出し、改善

方策を決定し実行する体制の構築等をあらかじめ想定しておく必要があります。 

このことについて、次の１．～４．の項目立てで作成してください。ページ数の上限はございま

せんが、簡潔かつ分かりやすいものとしてください。 

なお、学生確保の見通しの分析が不十分で、申請時の想定と実際の収容定員充足率に乖離がある

ケースも見受けられます。認可後のアフターケアにおいて、学生確保の見通しに関する再分析や、

場合によっては収容定員の変更等を求める可能性がありますので、御承知おきください。 

 

【項目】 

１.学校法人の現在の財務状況 

 （１）直近３年間の決算における事業活動収支に関する状況 

 （２）（直近３年間のうち経常収支差額が赤字の年度がある場合）要因分析の結果と改善方策 

 

２.新設組織において定員未充足が継続した場合の資金収支シミュレーション 

 （１）新設組織の収支が均衡する学生数及び収容定員充足率の算出（開設年度から完成年度まで

の間） 

    【参考】日本私立学校振興・共済事業団「損益分岐点分析例」 

https://www.shigaku.go.jp/files/s_kaizenkeikaku_soneki04.pdf 

※新設組織の完成年度までの間は，経常収入や経常支出が一定ではなく，必ずしも本ツ

ールに当てはまるものではありません。本分析方法の考え方を参考にしつつ，学校法

人ごとの考え方に基づき，独自に分析の上，算出すること。 

（２）（１）で算出した収支が均衡する学生数以上に学生を確保できず、赤字が継続した場合の

新設組織に係る資金収支シミュレーション（開設年度から完成年度までの間）※赤字の程

度については、対応策等を考慮して２～３段階でシミュレーションすること。 

（３）（２）の場合の学校法人全体に係る資金収支シミュレーション（開設年度から完成年度ま

での間）※既設組織等の定員充足状況も考慮して算出すること。 

（４）定員割れによる収入減少の影響額及び学校法人のストックに与える影響 

 

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準 

第一の三（四） 

大学等の開設年度の翌年度から完成年度までの各年度における経常経費の資金計画の財源は学生

納付金収入、寄附金収入、資産運用収入その他の確実に収納される見込みのある資金を充てるもの

とし、原則として、借入金を充てるものでないこと。 
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３.学校法人としての経営改善に係る対応策

４.教育研究への影響
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